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は
じ
め
に

　
『

陽
國
志
』
は
、
東
晉
の
常
璩
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
「

陽
」（
巴
・
蜀
・
漢
中
）
に
関

す
る
書
籍
で
あ
る（（
（

。
常
璩
は
、
五
胡
・
十
六
國
の
一
つ
で
、
李
氏
が
益
州
に
建
国
し
た
成

漢
に
仕
え
て
い
た
が
、
東
晉
穆
帝
の
永
和
三
（
三
四
七
）
年
、
安
西
將
軍
で
あ
っ
た
桓
溫

の
成
漢
攻
撃
に
際
し
て
降
服
を
主
張
し（（
（

、桓
溫
に
安
西
將
軍
府
參
軍
に
抜
擢
さ
れ
る（（
（

。『

陽
國
志
』
の
執
筆
目
的
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
隋
書
』
經
籍
志
は
『

陽
國
志
』
を
「
覇
史
」
に
、『
舊
唐
書
』
經
籍
志
・『
新
唐
書
』

藝
文
志
は
「
僞
史
」
に
、『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
は
「
載
記
」
に
分
類
す
る
。
こ
れ
ら
は
、

『

陽
國
志
』
の
「
本
紀
」
に
あ
た
る
卷
五 

公
孫
述
・
劉
二
牧
志
、
卷
六 
劉
先
主
志
、

卷
七 

劉
後
主
志
、
卷
九 

李
特
雄
期
壽
勢
志
の
記
述
、
と
り
わ
け
卷
九
へ
の
評
価
を
重
視

し
た
見
解
と
言
え
よ
う
。
た
し
か
に
、
卷
九
以
外
の
政
権
も
、
偏
覇
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い

地
方
政
権
で
あ
る（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
年
の
研
究
は
、
卷
一 

巴
志
、
卷
二 

漢
中
志
、

卷
三 

蜀
志
、
卷
四 

南
中
志
の
記
述
を
重
視
す
る
。
た
と
え
ば
、
劉
琳
は（（
（

、『

陽
國
志
』

は
地
方
誌
の
体
例
を
創
設
し
た
現
存
最
古
の
地
方
誌
で（（
（

、
唯
心
主
義
の
天
命
観
に
基
づ
く

「
大
一
統
」
の
思
想
を
持
つ（（
（

。
巴
蜀
と
中
原
の
関
係
を
歴
史
の
淵
源
か
ら
説
き
起
こ
す
こ

と
で
、
歴
史
上
の
教
訓
と
し
て
中

の
統
一
が
歴
史
の
発
展
で
あ
り
、
分
裂
割
拠
の
失
敗

は
必
然
で
あ
る
こ
と
を
歴
史
発
展
の
規
律
と
し
て
明
ら
か
に
し
た
、
と
主
張
す
る
。
一
方
、

中
林
史
朗
は（（
（

、

陽
の
み
な
ら
ず
、
地
方
を
対
象
と
す
る
『
先
賢
傳
』『
耆
舊
傳
』
な
ど
は
、

各
地
の
群
雄
が
割
拠
し
た
後
漢
末
か
ら
始
ま
り
、
西
晉
に
か
け
て
集
中
的
に
著
述
さ
れ
、

東
晉
か
ら
は
地
方
誌
制
作
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、『
家
譜
』『
家
傳
』
が
陸
続
と
し
て
著

述
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
九
品
中
正
制
度
が
地
方
の
輿
論
に
基
づ
い
た
人
材
を
登
用
し
て
地

方
の
意
向
を
中
央
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
地
方
の
知
識
人
の
目
が
地
方
の
歴
史
文
化
の
特

異
性
・
地
理
的
状
況
に
向
い
た
た
め
で
あ
る
、
と
い
う（（
（

。

　

劉
琳
ら
中
国
人
研
究
者
が
多
く
注
目
す
る
「
大
一
統
」
の
思
想
を
持
つ
『

陽
國
志
』

は
、
後
漢
末
か
ら
著
さ
れ
て
い
る
『
先
賢
傳
』
や
『
耆
舊
傳
』
と
同
質
の
も
の
と
位
置
づ

け
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
劉
琳
ら
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
近
世
以
降
に
編
纂
さ
れ

る
地
方
誌
の
先
駆
と
『

陽
國
志
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
際
に
重
要
と
な
る
「
大
一
統
」
の
思
想
は
、
い
か
な
る

理
由
で
一
地
方
を
描
く
『

陽
國
志
』
に
内
包
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
地
域

を
描
く
『

陽
國
志
』
が
「
大
一
統
」
を
主
張
す
る
思
想
的
背
景
を
中
心
に
、『

陽
國
志
』

の
執
筆
意
図
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
、
蜀
学
の
継
承

　

常
璩
が
生
ま
れ
た
益
州
に
は
、
後
漢
後
半
よ
り
「
蜀
學
」
と
呼
ば
れ
る
今
文
學
が
隆
盛

し
て
い
た
。「
蜀
學
」
の
祖
と
さ
れ
る
楊
春
卿
は
、
後
漢
の
今
文
學
の
特
徴
で
あ
る
讖
緯

思
想
の
う
ち
、
と
く
に
圖
讖
を
重
視
し
て
天
文
観
測
に
努
め
、
天
象
の
変
化
に
よ
り
予
言

を
行
う
「
蜀
學
」
を
創
始
し
た（（（
（

。
圖
讖
と
豫
言
を
重
視
す
る
「
蜀
學
」
の
本
流
は
、
楊
春

卿
か
ら
楊
統
・
楊
厚
、
楊
厚
か
ら
任
安
・
董
扶
・
周
舒
、
任
安
か
ら
杜
微
・
杜
瓊
・
何
宗
、

杜
瓊
か
ら
高
玩
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
が
常
璩
の
生
き
方
と
の
類
似
性
を
指
摘
す

る
（
（（
（

、
蜀
漢
の
譙
周
は
、
圖
讖
の
學
を
杜
瓊
か
ら
受
け
る
一
方
で
、
楊
春
卿
の
系
譜
か
ら
外
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れ
る
秦
塵
に
師
事
し
た
。
秦
塵
は
、
予
言
の
基
本
と
な
る
「
史
」
を
重
視
す
る
。
中
で
も

司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
代
表
さ
れ
る
上
古
史
に
、
經
典
に
依
拠
し
な
い
部
分
が
あ
り
、
ま

た
五
帝
を
す
べ
て
同
族
と
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
。
秦
塵
の
学
問
の
一
部
は
、
や
が

て
譙
周
が
著
す
『
五
經
然
否
論
』
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

譙
周
の
『
古
史
考
』
は
、
師
の
秦
塵
に
始
ま
る
『
史
記
』
批
判
を
継
承
し
、
こ
と
に
古

史
に
お
い
て
『
史
記
』
が
經
書
、
さ
ら
に
は
緯
書
・
圖
讖
に
基
づ
か
な
い
こ
と
を
改
め
る

た
め
に
書
か
れ
た
。
そ
れ
は
、
西
晉
の
皇
甫
謐
の
『
帝
王
世
紀
』
へ
と
継
承
さ
れ
、
唐
の

司
馬
貞
が
『
史
記
』
に
「
三
皇
本
紀
」
を
補
筆
す
る
際
の
典
拠
と
な
っ
て
い
く（（（
（

。

　

秦
塵
か
ら
譙
周
、
譙
周
か
ら
陳
壽
へ
と
継
承
さ
れ
た
、
讖
緯
思
想
を
尊
重
し
な
が
ら
も

「
史
」
を
重
視
す
る
「
蜀
學
」
の
一
派
を
、
括
弧
を
つ
け
ず
蜀
學
と
表
記
し
て
、
本
来
の
「
蜀

學
」
と
弁
別
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
常
璩
の
『

陽
國
志
』
は
、
こ
う
し
た
特
徴
と
展
開

を
持
つ
蜀
學
を
継
承
す
る
こ
と
で
成
っ
た
。
常
璩
は
、『

陽
國
志
』
の
種
本
に
つ
い
て
、

「
序
志
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

①
司
馬
相
如
・
②
嚴
君
平
・
③
楊
子
雲
・
④
陽
成
子
玄
・
⑤
鄭
伯
邑
・
⑥
尹
彭
城
・
⑦
譙

常
侍
・
⑧
任
給
事
ら
、
各
�
傳
記
を
集
め
て
、
以
て
本
紀
を
作
り
、
略
ぼ
其
の
隅
を

擧
ぐ
。
其
の
次
聖
・
稱
賢
・
仁
人
・
志
士
、
言
は
世
範
と
爲
り
、
行
は
表
則
と
爲
る

者
は
、
名
を
史
錄
に
注
せ
ら
る
。
而
し
て
⑨
陳
君
承
祚
、
別
に
耆
舊
を
爲
り
、
漢
よ

り
始
め
魏
に
及
ぶ
。
煥
乎
と
し
て
觀
る
可
し（（（
（

。

　

繁
雑
で
は
あ
る
が
、
常
璩
が
挙
げ
る
種
本
の
作
者
九
名
を
検
討
し
よ
う
。
①
司
馬
相
如

は
、
蜀
郡
成
都
縣
の
人
。「
上
林
賦
」
で
「
蜀
石
」
に
触
れ
る
な
ど
巴
蜀
に
言
及
す
る
賦

も
多
い
。
②
嚴
君
平
は
、
嚴
遵
。
蜀
郡
の
人
。
揚
雄
の
師
で
あ
り
、
王
襃
・
揚
雄
と
並
び

「
文
章 

天
下
に
冠
た
り
」
と
評
さ
れ
る
（『
漢
書
』
卷
二
十
八
下 

地
理
志
下
）。
③
楊
子
雲
は
、

揚
雄
。
蜀
郡
成
都
縣
の
人
。『
方
言
』・『
法
言
』・『
太
玄
經
』
を
著
し
、
⑴
『
蜀
王
本
紀
』

の
著
者
と
さ
れ
る
が
、
魏
晉
の
偽
託
と
の
説
も
あ
る
。
現
行
『
蜀
王
本
紀
』
は
、
明
の
鄭

樸
の
輯
本
で
あ
る
。
④
陽
成
子
玄
（
陽
成
子
張
）
は
、
陽
衡
。
蜀
郡
の
人
。『
樂
經
』
を
著

し
た
（『
論
衡
』
對
作
篇
）。
⑤
鄭
伯
邑
は
、
鄭
廑
。『

陽
國
志
』
卷
十
二 

三
州
士
女
目
錄

に
、
字
は
伯
邑
、
蜀
郡
臨
卭
縣
の
人
、
⑵
『
耆
舊
傳
』（『
巴
蜀
耆
舊
傳
』）
を
著
し
た
、
と

あ
る
。
⑥
尹
彭
城
は
、
尹
貢
。
牂
柯
郡
夜
郞
縣
の
人
。
著
書
は
不
明
で
あ
る
。
⑦
譙
常
侍

は
、
譙
周
。
巴
西
郡
西
充
國
縣
の
人
。
著
書
に
⑶
『
五
經
然
否
論
』・
⑷
『
古
史
考
』・
⑸

『
蜀
本
紀
』・
⑹
『
三
巴
記
』・『
法
訓
』
が
あ
る
（『
三
國
志
』
卷
四
十
二 

譙
周
傳
）。
⑦
任
給

事
は
、
任
熙
。『

陽
國
志
』
卷
十
一 

後
賢
志
に
、
字
は
伯
遠
、
蜀
郡
成
都
縣
の
人
、
述

作
を
好
み
、
詩
・
誄
・
論
・
難
を
著
し
た
、
と
あ
る
。
⑧
陳
君
承
祚
は
、
陳
壽
。
巴
西
郡

安
漢
縣
の
人
。『
諸
葛
氏
集
』・
⑺
『
三
國
志
』
を
著
し
た
（『
晉
書
』
卷
八
十
二 

陳
壽
傳
）

ほ
か
、
⑻
『
益
部
耆
舊
傳
』（『
益
部
耆
舊
（
傳
）
雜
記
』）・『
漢
名
臣
奏
事
』
を
著
し
た
（『
隋

書
』
卷
三
十
三 

經
籍
志
二
）。
以
上
、
す
で
に
著
作
の
有
無
の
不
明
な
者
も
あ
る
が
、
か
れ

ら
の
著
作
は
、『

陽
國
志
』
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『

陽
國
志
』
は
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
部
分
に
大
別
し
得
る
。
第
一
は
、
卷
一
〜
卷
四
で
、

華
陽
の
地
誌
を
描
く
。
こ
の
部
分
の
種
本
が
、
⑴
『
蜀
王
本
紀
』・
⑶
『
五
經
然
否
論
』・

⑷
『
古
史
考
』・
⑸
『
蜀
本
紀
』・
⑹
『
三
巴
記
』
と
『
南
裔
志
』（
序
志
に
後
出
、
南
海
郡
出

身
の
楊
孚
が
著
し
た
『
南
裔
異
物
志
』）
で
あ
ろ
う
。
第
二
は
、
卷
五
〜
卷
九
で
、

陽
に
成

立
し
た
政
権
の
「
本
紀
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
、『
史
記
』・『
漢
書
』・『
東
觀
漢
記
』・
⑺
『
三

國
志
』
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
卷
十
〜
卷
十
一
で
、

陽
の
人
物
伝
を
整

理
す
る
。
こ
こ
は
、
⑵
『
耆
舊
傳
』・
⑻
『
益
部
耆
舊
傳
』
を
中
心
と
し
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
分
析
す
る
と
、『

陽
國
志
』
は
、「
三
史
」（『
史
記
』・『
漢
書
』・『
東
觀
漢
記
』）
と
『
南

裔
志
』
以
外
は
、

陽
出
身
者
の
著
作
に
依
拠
す
る
こ
と
が
多
い
。
中
で
も
秦
塵
（
⑶
）

↓
譙
周
（
⑷
・
⑸
・
⑹
）
↓
陳
壽
（
⑺
・
⑻
）
と
い
う
蜀
學
の
継
承
者
た
ち
の
著
作
を
基
礎

に
『

陽
國
志
』
が
構
成
さ
れ
た
こ
と
を
把
握
し
得
る
。

　

そ
れ
で
は
、
蜀
學
と
の
影
響
関
係
は
、
内
容
的
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う

か
。『

陽
國
志
』
の
冒
頭
、

陽
と
は
ど
の
よ
う
な
国
で
あ
る
の
か
、
を
叙
述
し
た
部

分
よ
り
掲
げ
て
い
こ
う
。

昔む
か
し在

唐
堯
の
と
き
、
①
洪
水 

天
に
滔は

び
こり

、
鯀
の
功 

成
る
無
く
、
聖
禹 

嗣
ぎ
興
り
、

江
を
導
き
河
を
疏と

お

し
、
百
川 

蠲
脩
し
、
天
下
を
封
殖
す
。
②
古
の
九
囿
に
因
り
て
、

以
て
③
九
州
を
置
く
。
仰
ぎ
て
は
④
參
・
伐
を
稟う

け
、
俯
し
て
は
⑤　

陽
を
壤ゆ

た
かに
し
、

黑
水
・
江
・
漢
を
梁
州
と
爲
す
。
⑥
厥
の
土
は
靑
黎
、
厥
の
田
は
下
の
上
惟た

り
、
厥

の
賦
は
下
の
中
惟た

り
、
厥
の
貢
は
璆
・
鐵
・
銀
・
鏤
・
砮
・
磬
・
熊
・
羆
・
狐
・
狸
・

織
皮
な
り
。
⑦
是
に
於
て
四
隩 

既
に
宅を

り
、
九
州 

攸を
さ

ま
り
同と

と
のひ

、
六
府
孔は

な
はだ

脩
ま

り
、
庶
土 
交と

も

に
正さ

だ

め
、
財
賦
を
厎
慎
し
、
貢
を
中
國
に
成さ

だ

む
。

し
⑧
時
雍
の
化
、

⑨
東
に
被お

よ

び
西
に
漸す

す

め
り
。
（
（（
（
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『

陽
國
志
』
の
冒
頭
部
分
の
特
徴
は
、
第
一
に
『
尙
書
』
を
典
拠
と
す
る
記
述
の
多

さ
で
あ
る
。
①
は
『
尙
書
』
堯
典
篇
に
、「
湯
湯
と
し
て
洪
水
方あ

ま
ねく
割そ

こ
なひ
、
山
を
懷つ

つ

み
陵

に
襄の

ぼ

り
、
浩
浩
と
し
て
天
に
滔は

び
こる

（
湯
湯
洪
水
方
割
、
懷
山
襄
陵
、
浩
浩
滔
天
）」
と
あ
る
表
現

を
踏
ま
え
て
お
り
、
③
の
「
九
州
」
は
、『
尙
書
』
禹
貢
篇
の
「
九
州
」
を
踏
ま
え
、「
九

州
」
の
う
ち

陽
は
「
梁
州
」
に
あ
た
る
。
そ
も
そ
も
書
名
で
あ
る
⑤
「

陽
」
自
体
が

『
尙
書
』
禹
貢
篇
に
、「

陽
・
黑
水
は
、
梁
州
惟た

り
（

陽
・
黑
水
、
惟
梁
州
）」
と
あ
る
字

句
に
基
づ
い
て
い
る
。
⑥
も
『
尙
書
』
禹
貢
篇
に
、「
厥
の
土
は
靑
黎
、
厥
の
田
は
下
の

上
惟た

り
、
厥
の
賦
は
下
の
中
に
し
て
、
三 

錯ま
じ
はる
。
厥
の
貢
は
璆
・
鐵
・
銀
・
鏤
・
砮
・
磬
・

熊
・
羆
・
狐
・
狸
・
織
皮
な
り
（
厥
土
靑
黎
、
厥
田
惟
下
上
、
厥
賦
下
中
、
三
錯
、
厥
貢
璆
・
鐵
・

銀
・
鏤
・
砮
・
磬
・
熊
・
羆
・
狐
・
狸
・
織
皮
）」
と
あ
る
文
の
引
き
写
し
に
近
い
。
⑦
も
『
尙

書
』
禹
貢
篇
に
、「
九
州 

攸も
っ

て
同を

さ

ま
り
、
四
隩 

既
に
宅を

り
、
九
山 

刊
旅
し
、
九
川 

源

を
滌あ

ら

ひ
、
九
澤 

既
に
陂
し
、
四
海 

會
同
す
。
六
府 

孔は
な
はだ

修
ま
り
、
庶
土 

交と
も

に
正さ

だ

め
、

財
賦
を
厎
慎
す
る
に
、
咸 

三
壤
に
則
り
、
賦
を
中
邦
に
成さ

だ

む
（
九
州
攸
同
、
四
隩
既
宅
、
九

山
刊
旅
、
九
川
滌
源
、
九
澤
既
陂
、
四
海
會
同
。
六
府
孔
修
、
庶
土
交
正
、
厎
慎
財
賦
、
咸
則
三
壤
、

成
賦
中
邦
）」
と
あ
る
文
章
を
踏
ま
え
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
⑧
は
『
尙
書
』
堯
典
篇
に
、「
黎

民 

於
こ
こ
に
お
いて
變
り
時こ

れ
雍や

は
らぐ

（
黎
民
於
變
時
雍
）」
と
あ
り
、
⑨
は
『
尙
書
』
禹
貢
篇
に
、「
東

は
海
に
漸す

す

み
、
西
は
流
沙
に
被お

よ

ぶ
（
東
漸
于
海
、
西
被
于
流
沙
）」
と
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る

よ
う
に
、
字
句
の
典
拠
を
『
尙
書
』
に
求
め
る
こ
と
は
、
こ
の
後
の
記
述
で
も
枚
挙
に
暇

が
な
い
。
譙
周
の
『
古
史
考
』
と
同
様
、
古
史
を
經
書
、
と
り
わ
け
『
尙
書
』
に
基
づ
い

て
記
述
す
る
こ
と
は
、
秦
塵
の
流
れ
を
汲
む
蜀
學
の
継
承
と
考
え
て
よ
い
。

　

第
二
の
特
徴
は
、『
史
記
』
と
異
な
る
記
述
に
あ
る
。
④
「
參
・
伐
」
は
、
益
州
の
分

野
に
当
た
る
天
文
で
あ
り
、
參
宿
（
二
十
八
宿
の
西
方
七
宿
の
一
つ
）
の
三
つ
の
輝
く
星
の
下

に
あ
る
三
星
が
伐
で
あ
る
。
一
方
、『
史
記
』
天
官
書
は
、
益
州
を
觜
觿
と
參
の
分
野
と

す
る
（『
漢
書
』
地
理
志
は
、
觜
觿
と
參
は
魏
と
す
る
）。
こ
れ
に
対
し
て
、『
三
國
志
』
卷
三
十

八 

秦
塵
傳
に
は
、「
天
帝
は
治
を
房
・
心
に
布
き
、
政
を
參
・
伐
に
決
す
。
參
・
伐
は
則

ち
益
州
の
分
野
な
り
（
天
帝
布
治
房
・
心
、
決
政
參
・
伐
。
參
・
伐
則
益
州
分
野
）」
と
あ
る
。
參
・

伐
を
益
州
の
分
野
と
す
る
の
は
、
秦
塵
の
説
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
常
璩
は
、

『
史
記
』（
お
よ
び
『
漢
書
』）
と
は
異
な
り
、
蜀
學
の
秦
塵
の
分
野
説
を
継
承
し
て
、

陽

を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る（（（
（

。

　

第
三
の
特
徴
は
、
緯
書
と
圖
讖
の
重
視
に
あ
る
。
②
「
九
囿
」
と
い
う
字
句
は
、
經
書

や
『
史
記
』・『
漢
書
』
に
は
用
例
が
な
く
、
緯
書
の
『
春
秋
命
歷
序
』
や
次
に
引
用
す
る

圖
讖
の
『
洛
書
』
な
ど
、
緯
書
・
圖
讖
に
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第

一
か
ら
第
三
の
特
徴
に
よ
り
、
常
璩
の
『

陽
國
志
』
が
内
容
的
に
も
、
蜀
學
を
継
承
し

て
い
る
こ
と
を
論
証
し
得
る
。

　

そ
し
て
、「
九
囿
」
の
内
容
に
つ
い
て
、『

陽
國
志
』
巴
志
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

洛
書
に
曰
く
、「
人
皇 

始
め
て
出
で
、
地
皇
の
後
を
繼
ぎ
、
兄
弟
九
人
、
分
か
れ
て

九
州
を
理を

さ

め
て
、
九
囿
と
爲
す
。
人
皇
は
中
州
に
居
り
、
八
輔
を
制
す
」
と
。

陽

の
壤
、
梁
岷
の
域
は
、
是
れ
其
の
一
囿
に
し
て
、
囿
中
の
國
は
、
則
ち
巴
・
蜀
な

り
。
（
（（
（

　
『
洛
書
』
に
よ
れ
ば
、
九
囿
と
は
、
三
皇
の
一
人
で
あ
る
「
人
皇
」
と
そ
の
兄
弟
に
よ
っ

て
九
州
が
統
治
さ
れ
た
状
況
を
指
し
て
お
り
、そ
の
と
き
に
「
巴
・
蜀
」
は
、「
國
」
で
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、『
漢
書
』
卷
八
下 

地
理
志
下
に
は
、「
巴
・
蜀
・
廣
漢
は

本も
と

南
夷
に
し
て
、
秦 

幷
は
せ
て
以
て
郡
と
爲
す
（
巴
・
蜀
・
廣
漢
本
南
夷
、
秦
幷
以
爲
郡
）」

と
あ
り
、
秦
が
郡
に
組
み
込
む
ま
で
の
「
巴
・
蜀
」
の
歴
史
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
。『

陽
國
志
』
は
、
五
帝
よ
り
以
前
の
三
皇
の
時
代
、
す
で
に
「
巴
・
蜀
」
は
、「
國
」
と
し

て
独
自
の
文
化
を
持
っ
て
い
た
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
「
蜀
」
の
「
國
」
は
、「
縱
目
」
の
王
が
建
国
者
で
あ
っ
た
。

周 

紀
綱
を
失
ふ
や
、
蜀 

先
づ
王
を
稱
す
。
蜀
侯
に
蠶
叢
な
る
も
の
有
り
、
①
其
の

目
は
縱
な
り
。
始
め
て
王
を
稱
す
。
死
す
る
に
石
棺
・
石
槨
を
作
る
。
國
人 

之
に

從
ふ
。
故
に
俗
に
石
の
棺
槨
を
以
て
、
縱
目
の
人
の
冢
と
爲
す
な
り
。
…
…
七

國 

王
を
稱
す
る
や
、
杜
宇 

帝
を
稱
す
。
號
し
て
望
帝
と
曰
ひ
、
名
を
蒲
卑
に
更
む
。

…
…
其
の
相
た
る
開
明
、
玉
壘
山
を
決
し
て
、
以
て
水
害
を
除
く
。
帝 

遂
に
委
ぬ

る
に
政
事
を
以
て
し
、
②
堯
・
舜 

禪
授
の
義
に
法
り
、
位
を
開
明
に
禪
る
。
（
（（
（

　

周
が
権
力
を
失
っ
た
こ
ろ
、
蜀
で
王
を
称
し
た
蠶
叢
は
、
①
「
其
の
目
は
縱
」
に
立
体

的
で
あ
っ
た
。
三
星
堆
遺
跡
よ
り
立
体
的
に
飛
び
出
た
目
を
持
つ
仮
面
が
発
見
さ
れ
た
の

は
、「
石
の
棺
槨
を
以
て
縱
目
の
人
の
冢
」
と
し
て
い
た
『

陽
國
志
』
の
伝
承
ど
お
り

で
あ
っ
た（（（
（

。
ま
た
、
蠶
叢
の
子
孫
で
、
最
初
に
帝
を
称
し
た
望
帝
（
杜
宇
）
は
、
禹
の
よ
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う
に
水
害
を
治
め
た
宰
相
の
開
明
に
政
治
を
委
ね
た
後
に
、
②
「
堯
・
舜 

禪
授
の
義
に

法
り
」
帝
の
地
位
を
禪
讓
し
た
。
常
璩
が
新
た
に
仕
え
た
晉
は
、
西
晉
の
と
き
舜
・
禹
革

命
に
準
え
て
曹
魏
か
ら
禪
讓
を
受
け
て
い
る（（（
（

。
揚
雄
の
『
蜀
王
本
紀
』
の
記
載
を
種
本
と

し
な
が
ら（（（
（

、
蜀
國
も
ま
た
、
晉
と
同
様
、
禪
讓
を
行
っ
て
い
る
と
述
べ
、
蜀
國
と
東
晉
の

正
統
性
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
諸
葛
亮
が
遠
征
を
し
た
南
中
に
は
、
日
本
の
桃
太
郎
と
竹
取
物
語
が
一
緒
に

な
っ
て
い
る
よ
う
な
起
源
を
持
つ
、
竹
王
の
王
國
が
あ
っ
た
。

竹
王
な
る
者
有
り
、
遯
水
に
興
る
。
是
れ
よ
り
先
、
一
女
子
有
り
、
水
濱
に
浣あ

ら

ふ
。

三
節
の
大
竹
有
り
、
流
れ
て
女
子
の
足
間
に
入
る
。
之
を
推
せ
ど
も
去
る
を
肯
ぜ
ず
、

聞
く
に
兒
の
聲
有
り
。
取
り
て
持
ち
歸
り
、
之
を
破
り
、
一
男
兒
を
得
、
之
を
養
ふ
。

長
ず
る
に
才
武
有
り
、
遂
に
夷
濮
に
雄
た
り
。
氏
は
竹
を
以
て
姓
と
爲
す（（（
（

。

　

川
に
流
れ
て
き
た
竹
か
ら
生
ま
れ
た
竹
王
の
子
孫
は
、
や
が
て
前
漢
の
武
帝
に
征
服
さ

れ
る
。
こ
う
し
た

陽
の
独
自
性
を
示
す
伝
説
は
、
經
書
や
史
書
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な

い
。
蜀
の
地
に
根
付
い
た
蜀
學
は
、
こ
う
し
た
独
自
の
伝
説
を
持
ち（（（
（

、

陽
の
国
々
を
中

原
と
は
異
な
る
文
化
を
持
っ
た
地
域
に
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
蜀
學
を
継
承
し
て
著
さ
れ
た
『

陽
國
志
』
は
、
蜀
學
が
伝
え
る
地
域
と
し

て
の
独
自
性
を
強
調
す
る
も
の
の
、
地
域
の
自
立
を
指
向
す
る
も
の
で
は
な
い
。
卷
五
に

描
く
公
孫
述
と
劉
二
牧
、
卷
七
・
八
に
描
く
蜀
漢
、
卷
九
に
描
く
成
漢
を
独
立
国
家
と
し

て
位
置
づ
け
る
視
座
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。『

陽
國
志
』
は
、
そ
れ
ら
を
偏
覇
と
し

て
批
判
し
、
独
自
性
を
持
つ
巴
蜀
の
歴
史
を
あ
く
ま
で
中
原
と
接
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

二
、
大
一
統
の
尊
重

　

図
讖
の
『
洛
書
』
を
論
拠
に
、
人
皇
の
「
九
囿
」
が
禹
の
「
九
州
」
の
起
源
で
あ
る
、

と
主
張
す
る
巴
志
は
、
禹
と
巴
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

禹 

水
を
治
め
州
を
命
ず
る
に
及
び
、
巴
・
蜀
も
て
以
て
梁
州
に
屬
せ
し
む
。
禹

①
塗
山
に
娶
り
、
辛
・
壬
・
癸
・
甲
に
し
て
去
る
。
②
子
の
啟
を
生
み
、
呱
呱
と
し

て
啼
く
も
、
視
る
に
及
ば
ず
。
三
た
び
其
の
門
を
過
ぐ
る
も
而
も
室
に
入
ら
ず
、
務

め
は
時
を
救
ふ
に
在
り
。③
今
の
江
州
の
塗
山
は
是
な
り
。帝
禹
の
廟
銘 

焉
に
存
す
。

禹 

諸
侯
を
會
稽
に
會
す
る
や
、
玉
帛
を
執
る
者
は
萬
國
、
巴
・
蜀
も
焉
に
往
く（（（
（

。

　

禹
が
妻
を
娶
っ
た
と
い
う
①
「
塗
山
」
は
、
經
書
や
史
書
で
は
、
江
南
に
求
め
ら
れ
る
。

『
春
秋
左
氏
傳
』
に
注
を
付
け
た
西
晉
の
杜
預
は
、
塗
山
は
壽
春
縣
に
あ
る
、
と
す
る（（（
（

。

一
方
、『
漢
書
』
に
後
漢
末
の
應
劭
が
付
け
た
注
、
お
よ
び
『
史
記
集
解
』
が
引
用
す
る

西
晉
の
皇
甫
謐
の
説
で
は
、
塗
山
は
、
九
江
郡
の
侯
國
で
あ
る
、
と
い
う（（（
（

。
こ
れ
に
対
し

て
、『

陽
國
志
』
は
、
塗
山
を
②
「
今
の
江
州
の
塗
山
」
で
あ
る
と
し
、
そ
の
証
拠
を
「
帝

禹
の
廟
銘
」
が
存
在
す
る
こ
と
に
求
め
る
。
北
魏
の
酈
道
元
の
『
水
經
注
』
卷
三
十

三 

江
水
に
、「
江
の
北
岸
に
塗
山
有
り
、
南
に
夏
の
禹
の
廟
有
り
。
塗
君
祠
の
廟
銘 

焉

に
存
す
（
江
之
北
岸
有
塗
山
、
南
有
夏
禹
廟
。
塗
君
祠
廟
銘
存
焉
）」
と
あ
り
、
禹
の
廟
と
銘
が

存
在
し
た
と
す
る
。『

陽
國
志
』
は
、
こ
う
し
た
伝
承
を
拾
い
上
げ
て
、
禹
を
媒
介
と

し
て
、
巴
と
中
原
の
歴
史
と
を
関
連
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
晉
は
、
白
德
で
禹
の
継
承

者
で
あ
っ
た
（
注（
19
）所
掲
渡
邉
論
文
参
照
）。
そ
れ
が
、
巴
か
ら
妻
を
娶
り
、
子
の
②
「
啟
」

を
生
ん
で
い
る
こ
と
は
、
東
晉
に
対
し
て
巴
と
い
う
地
域
の
重
要
性
を
主
張
す
る
こ
と
に

繋
が
ろ
う
。

　

ま
た
、
諸
葛
亮
に
「
沃
野
千
里
、
天
府
の
土
」
と
称
え
ら
れ
た
蜀
の
豊
か
さ
の
理
由
も
、

五
帝
を
介
し
て
中
原
と
の
関
わ
り
の
中
で
説
明
さ
れ
る
。

蜀
の
國
を
爲
す
は
、
①
人
皇
よ
り
肇は

じ

ま
り
、
巴
と
與
に
囿
を
同と

も

に
す
。
黃
帝
に
至
り
、

其
の
子
た
る
昌
意
の
爲
に
、
②
蜀
山
氏
の
女
を
娶
り
、
子
の
高
陽
を
生
む
。
是
れ
帝

嚳
爲
り
。
其
の
支
庶
を
蜀
に
封
じ
、
世
�
侯
伯
と
爲
す
。
…
…
地
は
③
天
府
と
稱
せ

ら
れ
、
原も

と

は

陽
と
曰
ふ
。
…
…
④
河
圖
括
地
象
に
曰
く
、「
岷
山
の
精
、
上
は
井

絡
と
爲
り
、
帝
は
以
て
昌
を
會あ

つ

め
、
神
は
以
て
福
を
建
つ
」
と
。
⑤
夏
書
に
曰
く
、「
岷

山
よ
り
江
を
導
き
、
東
に
別
れ
て
沱
と
爲
る
」
と（（（
（

。

　

巴
と
同
様
、
蜀
も
①
「
人
皇
」
の
「
九
囿
」
を
起
源
と
し
、
五
帝
の
筆
頭
で
あ
る
黃
帝

の
と
き
、
そ
の
子
の
昌
意
に
②
「
蜀
山
氏
の
女
」
が
嫁
ぎ
「
高
陽
」
を
生
ん
だ
。
こ
れ
が

五
帝
の
三
人
目
「
帝
嚳
」
で
あ
る
、
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
よ
り
巴
と
同
様
、
蜀

も
重
要
な
地
域
と
な
る
。
そ
の
地
が
③
「
天
府
」
と
称
さ
れ
る
の
は
、
④
「
帝
」
が
「
昌
」

を
集
め
、「
神
」
が
「
福
」
を
建
て
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
典
拠
は
、
圖
讖
の
『
河
圖
括

地
象
』
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
行
と
同
文
の
『
尙
書
』
⑤
「
夏
書
」
禹
貢
篇
が
引
用
さ
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
圖
讖
と
『
尙
書
』
を
典
拠
と
す
る
こ
と
は
、
蜀
学
の
特
徴
の
継
承
で
あ

る
。



常
璩
『

陽
國
志
』
に
み
え
る
一
統
へ
の
希
求

（49）604

　

そ
も
そ
も
、
こ
う
し
た
地
域
の
歴
史
を
中
原
と
関
わ
ら
せ
る
態
度
は
、
秦
塵
以
来
の
も

の
で
あ
る
。
秦
塵
は
、
先
に
掲
げ
た
「
參
・
伐
は
則
ち
益
州
の
分
野
な
り
」
と
い
う
文
言

に
続
け
て
、「
三
皇 

祗
車
に
乘
り
て
谷
口
よ
り
出
づ
る
は
、
今
の
斜
谷 

是
れ
な
り
（
三

皇
乘
祗
車
出
谷
口
、
今
之
斜
谷
是
也
）」（『
三
國
志
』
卷
三
十
八 

秦
塵
傳
）
と
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
三
皇
」
を

陽
と
関
わ
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
裴
松
之
は
、
注
を

つ
け
て
同
文
の
『
蜀
記
』
を
引
く
。
こ
の
よ
う
に
、
蜀
學
に
は
、
秦
塵
・
譙
周
と
継
承
さ

れ
た
、
巴
蜀
が
中
原
の
統
一
の
支
え
に
な
っ
た
、
と
い
う
主
張
が
存
在
す
る
。

　
『

陽
國
志
』
は
、
そ
れ
を
継
承
し
た
。
周
の
武
王
が
殷
の
紂
王
を
破
り
、
天
下
を
統

一
し
た
牧
野
の
戦
い
に
は
、
巴
・
蜀
は
参
加
し
た
が
、
諸
侯
の
會
盟
に
は
関
わ
ら
な
か
っ

た
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

①
牧
野
の
師
に
は
與く

み

す
と
雖
も
、
②
盟
要
の
會
を
同と

も

に
す
る
は
希す

く
な

し
。
而
し
て

③
秦 

其
の
富
を
資と

り
て
、
用
て
天
下
を
兼あ

は

す
。
④
漢
祖 

之
に
階た

よ

り
、
四
海
を
奄
有

す
。
（
（（
（

　
『
尙
書
』
牧
誓
篇
に
、「
王 

商
の
郊
た
る
牧
野
に
朝
至
し
、
乃
ち
誓
ふ
。
…
…
及
び
庸
・

蜀
・
羌
・
髳
・
微
・
盧
・
彭
・
濮
人
よ
、
爾
が
戈
を
稱あ

げ
、
爾
が
干た

て

を
比な

ら

べ
、
爾
が
矛
を

立
て
よ
。
予 

其
れ
誓
は
ん
と
す
（
王
朝
至
于
商
郊
牧
野
、
乃
誓
。
…
…
及
庸
・
蜀
・
羌
・
髳
・
微
・

盧
・
彭
・
濮
人
、
稱
爾
戈
、
比
爾
干
、
立
爾
矛
。
予
其
誓
）」
と
あ
る
よ
う
に
、
蜀
が
牧
野
の
戦

い
に
参
加
し
た
こ
と
は
『
尙
書
』
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
巴
に
つ
い
て
は
、『

陽
國
志
』

巴
志
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

周
の
武
王 

紂
を
伐
つ
や
、
實
に
⑴
巴
・
蜀
の
師
を
得
た
る
こ
と
、
尙
書
に
著
ら
か

な
り
。巴
の
師
は
勇
銳
に
し
て
、歌
舞
し
て
以
て
殷
人
を
淩
ぎ
、殷
人 

戈
を
倒

さ
か
し
まに

す
。

故
に
世
�
之
を
稱
し
て
曰
く
、「
武
王 

紂
を
伐
つ
や
、
前
に
歌
ひ
後
に
舞
ふ
な
り
」

と
。
…
…
賨
民 

多
く
水
の
左
右
に
居
り
、
天
性 

勁
勇
た
り
。
初
め
漢
の
前
鋒
と
爲

り
、
陣
を
陷
る
れ
ば
、
銳
氣
喜
舞
す
。
⑵
帝 

之
を
善よ

み

し
て
曰
く
、「
此
れ
武
王 

紂

を
伐
つ
の
歌
な
り
」
と
。
乃
ち
樂
人
を
し
て
之
を
習
ひ
學
ば
し
む
。
今
の
所
謂
る

⑶
巴
渝
舞
な
り（（（
（

。

　

牧
野
の
戦
い
に
参
加
し
た
こ
と
が
『
尙
書
』
に
明
記
さ
れ
る
の
は
、
⑴
「
巴
・
蜀
」
の

う
ち
蜀
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
漢
の
高
祖
劉
邦
が
、
賨
民
（
板
楯
蠻
）
の
⑶
「
巴
渝
舞
」

を
⑵
「
此
れ
武
王 

紂
を
伐
つ
の
歌
」
と
言
っ
た
、
と
い
う
現
行
の
『
後
漢
書
』
に
も
記

載
さ
れ
る
伝
説（（（
（

を
論
拠
に
、
巴
も
ま
た
中
国
の
統
一
に
寄
与
し
た
、
と
常
璩
は
主
張
す
る

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
②
「
盟
要
の
會
」、
す
な
わ
ち
齊
の
桓
公
・
晉
の
文
公
が
行
っ
た
葵

丘
・
踐
土
の
盟
の
よ
う
な
、
覇
者
が
「
尊
王
攘
夷
」
を
掲
げ
て
諸
侯
を
集
め
、
夷
狄
と
戦

う
盟
主
と
な
る
「
會
盟
」
に
は
巴
・
蜀
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
、
と
常
璩
は
い
う
。
覇
者
は
、

「
大
一
統
」
に
反
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
③
「
秦
」
は
「
其
の
富
を
資と

り
」、
④
「
漢
」
は
「
之
に
階た

よ

り
、
四
海

を
奄
有
」
し
た
、
と
『

陽
國
志
』
は
い
う
。
巴
・
蜀
は
、
天
下
統
一
に
は
、
助
力
を
惜

し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
、
地
方
に
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で

独
立
を
図
る
の
で
は
な
く
、
天
下
を
統
一
す
る
こ
と
を
尊
重
す
る
「
大
一
統
（
一
統
を
大
た
ふ
と

ぶ
）」
の
思
想
で
あ
る
。

　

常
璩
は
、
前
述
の
よ
う
に
、『

陽
國
志
』
が
記
述
を
終
え
る
東
晉
穆
帝
の
永
和
三
（
三

四
七
）
年
に
、
成
漢
を
攻
撃
し
た
東
晉
の
桓
溫
に
降
服
す
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
。
偏
覇

た
る
成
漢
で
は
な
く
、
晉
に
よ
る
天
下
統
一
を
尊
重
す
る
、
す
な
わ
ち
「
大
一
統
」
は
、

常
璩
の
行
動
基
準
で
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

陽
の
独
自
な
伝
説
を
記
録
し
、
巴
・

蜀
の
重
要
性
を
強
調
し
な
が
ら
も
、
巴
・
蜀
に
の
み
割
拠
し
た
政
権
に
つ
い
て
は
、
偏
覇

と
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
思
想
は
何
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
①
帝
王
な
る
者
は
、
天
を
統
べ
物
を
理を

さ

め
、
必
ず
土
中
に
居
り
、
德
は
命
運
に

膺よ

る
。
②
能
に
資よ

り
險
を
恃
み
て
、
以
て
常
を
干を

か

し
紀
を
亂
す
可
き
に
非
ず
。
名
號

を
饕
竊
す
と
雖
も
、
宗
を
絕
ち
祀
を
殄
く
す
に
終
は
る
。
何
と
な
れ
ば
、
③
天
命
は

詐
詭
を
以
て
し
て
邀
ふ
可
か
ら
ず
、
神
器
は
僥
倖
を
以
て
し
て
取
る
可
か
ら
ざ
れ
ば

な
り
。
…
…
故
に
④
公
孫
・
劉
氏
は
、
以
て
前
に
敗
れ
、
而
し
て
諸
李 

之
を
踵つ

ぎ
、

後
に
覆
亡
す
。
天
人
の
際
、
存
亡
の
術
は
、
以
て
⑤
永
鑒
と
爲
す
可
き
な
り
。
運
を

干
し
曆
を
犯
し
、
家
を
破
り
國
を
喪う

し
な
ふ
は
、
以
て
⑤
京
觀
と
爲
す
可
き
な
り
。

今 
之
を
⑤
國
志
に
齊
へ
、
一
揆
に
貫
き
、
同
に
不
臣
な
る
を
見あ

ら
はす
は
、
狂
狡
を
防
ぎ
、

奸
萌
を
杜
ざ
し
て
、
以
て
⑥
春
秋
の
貶
絕
の
道
を
崇
び
、
而
し
て
⑦
賢
能
を
顯
ら
か

に
し
て
、
治
亂
を
著
は
し
、
亦
た
以
て
⑦
獎
勸
を
爲
す
所
以
な
り（（（
（

。

　

帝
王
は
、
①
「
天
を
統
べ
物
を
理を

さ

め
」
る
も
の
で
あ
る
た
め
、「
土
中
に
居
」
る
も
の

で
あ
る
。「
土
中
」
は
、
中
国
の
中
心
で
、
後
漢
「
儒
敎
國
家
」
の
經
義
を
定
め
た
『
白
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虎
通
』
に
よ
る
と
、
洛
陽
の
こ
と
で
あ
る（（（
（

。
後
漢
・
西
晉
の
都
で
あ
る
。
諸
葛
亮
の
よ
う

な
②
「
能
」
に
依
拠
し
、
巴
・
蜀
の
よ
う
な
②
「
險
」
を
頼
ん
で
「
常
を
干を

か

」
し
「
紀
を

亂
」
し
て
は
な
ら
な
い
。
偏
覇
は
、
正
統
で
は
な
い
た
め
滅
亡
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
③

「
天
命
」
は
、「
詐
詭
」
で
迎
え
ら
れ
ず
、「
神
器
」（
天
子
の
地
位
）
は
「
僥
倖
」
で
取
れ

な
い
こ
と
に
よ
る
。
④
「
公
孫
」
述
や
蜀
漢
の
「
劉
氏
」、
成
漢
の
「
諸
李
」
が
滅
亡
し

た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
、
天
下
統
一
を
尊
重
す
る
「
大
一
統
」
の
思
想
が

明
確
に
現
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
正
統
で
は
な
い
政
権
を
⑤
「
國
志
」
に
整
え
る
理
由
は
、
⑤
「
永
鑒
」

「
京
觀
」
と
成
す
べ
き
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
⑥
「
春
秋
の
貶
絕
の
道
を
崇
」

ぶ
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、『
春
秋
』
に
基
づ
き
「
大
一
統
」
と
「
偏
覇
の
貶
絕
」
を

後
世
に
示
す
こ
と
が
、『

陽
國
志
』
の
執
筆
目
的
な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
に
⑦
「
賢
能
を
顯
ら
か
に
し
て
」「
獎
勸
を
爲
す
」
と
い
う
目
的
が
加

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、『

陽
國
志
』
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
三
で
論
ず
る
こ

と
に
し
た
い
。

　

さ
ら
に
、『

陽
國
志
』
は
、「
大
一
統
」
を
夷
狄
に
及
ぼ
す
べ
し
と
主
張
す
る
。
常
璩

は
、
南
中
志
の
「
譔
」（
賛
と
同
義
、
褒
め
称
え
る
の
意
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

南
域
は
邛
・
笮
・
五
夷
の
表
、
不
毛
な
る
閩
濮
の
鄕
に
處を

り
、
固
よ
り
①
九
服
の
外

な
り
。
而
る
に
能
く
土
を
開
き
郡
を
列
し
、
爰こ

こ

に
方
州
を
建
て
、
博
南
を
踰
え
、
蘭

滄
を
越
え
、
遠
く
西
垂
を
撫
す
。
②
漢
武
の
跡
、
大
業
と
謂
ふ
可
し
。
（
（（
（

　

南
中
は
、
諸
葛
亮
が
南
征
の
あ
と
に
支
配
し
た
場
所
で
、
①
「
九
服
の
外
」、
す
な
わ

ち
天
下
の
外
延
に
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
「

陽
」
に
は
属
さ
な
い
。
そ
れ
を
最
初
に
征
服

し
た
者
は
、
前
漢
の
武
帝
で
あ
る
。
常
璩
は
、
②
武
帝
の
南
中
征
服
を
「
大
業
」
と
位
置

づ
け
る
。
天
下
の
外
延
に
住
む
夷
狄
に
ま
で
王
化
を
広
げ
、
中
國
の
統
一
を
拡
大
し
て
い

く
こ
と
を
尊
重
し
て
い
る
の
で
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
一
統
」
は
、
天
下
に
留
ま
る
べ
き

で
は
な
く
、
夷
狄
を
も
そ
の
王
化
の
下
に
置
く
べ
き
思
想
で
あ
る
。
諸
葛
亮
が
遠
征
し
た

南
中
で
は
、
次
の
よ
う
に
蜀
漢
の
王
権
が
批
判
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

從
事
た
る
蜀
郡
の
常
頎
、
部
を
行
き
て
南
に
入
る
。
都
護
た
る
李
嚴
の
書
を
以
て

（
雍
）
闓
を
曉
喩
す
。
闓 

答
へ
て
曰
く
、「
愚 

聞
く
な
ら
く
、「
天
に
二
日
無
く
、

土
に
二
王
無
し
」
と
。
今 

天
下 

派
分
し
、
正
朔
に
三
有
り
、
遠
人 

惶
惑
し
て
、

歸
す
る
所
を
知
ら
ず
」
と
。
其
の
傲
慢
た
る
こ
と
此
の
如
し（（（
（

。

　

蜀
漢
に
対
し
て
反
乱
を
起
こ
し
た
雍
闓
が
「
天
に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
し
」
と
言

い
放
っ
た
こ
と
は
、『
三
國
志
』
呂
凱
傳
に
も
記
さ
れ
る（（（
（

。
そ
の
典
拠
は
『
禮
記
』
曾
子

問
篇
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
明
確
に
「
大
一
統
」
と
結
び
つ
け
た
も
の
は
、
王
莽
で
あ
る
。

①
天
に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
き
は
、
百
王
不
易
の
道
な
り
。
漢
氏
の
諸
侯 

或

い
は
王
と
稱
し
、
四
夷
も
亦
た
之
の
如
き
に
至
る
は
、
古
典
に
違
ひ
、
②
一
統
に
繆も

と

る
。
其
れ
諸
侯
王
の
號
は
皆 

公
と
稱
し
、
及
び
③
四
夷
の
僭
號
し
て
王
と
稱
す
る

者
は
皆 

更
め
て
侯
と
爲
す
を
定
め
ん
」
と（（（
（

。

　
『
禮
記
』
曾
子
問
篇
に
、
①
「
孔
子
曰
く
、「
天
に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
し
」
と
（
孔

子
曰
、
天
無
二
日
、
土
無
二
王
）」
と
あ
り
、『
春
秋
公
羊
傳
』
隱
公
元
年
に
、
②
「
何
ぞ
王

の
正
月
を
言
ふ
や
。
一
統
を
大た

ふ
とべ

ば
な
り
（
何
言
乎
王
正
月
。
大
一
統
也
）」
と
あ
る
よ
う
に
、

王
莽
は
今
文
系
の
經
典
を
結
合
し
て
③
「
四
夷
」
に
ま
で
「
大
一
統
」
を
広
げ
る
論
拠
と

し
た
。

　

今
文
系
の
蜀
學
を
修
め
る
常
璩
は
、
こ
う
し
た
經
典
解
釈
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
雍
闓

が
「
天
に
二
日
無
く
、
土
に
二
王
無
し
」
を
典
拠
に
「
歸
す
る
所
を
知
ら
ず
」
と
嘯
く
こ

と
を
「
傲
慢
」
と
厳
し
く
批
判
す
る
。
そ
れ
は
、
雍
闓
の
発
言
が
、
孟

に
「
夷
の
叟
」

を
煽
動
さ
せ
て（（（
（

、
蜀
漢
に
反
乱
を
起
こ
し
た
際
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
に
よ
る
。「
中

」
の
大
一
統
に
含
ま
れ
る
べ
き
夷
狄
が
、「
大
一
統
」
を
欠
く
中
華
を
批
判
す
る
こ
と

は
、
許
し
難
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

し
た
が
っ
て
、
王
化
に
よ
る
「
大
一
統
」
を
目
指
し
た
諸
葛
亮
の
南
征
は
、
高
く
評
価

さ
れ
る
。

夏
五
月
、
亮 

瀘
を
渡
り
、
進
み
て
益
州
を
征
す
。
孟

を
生
虜
し
て
、
軍
中
に
置
き
、

問
ひ
て
曰
く
、「
我
が
軍
は
如
何
」
と
。

 

對
へ
て
曰
く
、「
恨
む
ら
く
は
相 

知
ら

ず
、
公 

勝
ち
易
き
の
み
」
と
。
亮 

以お
も

へ
ら
く
、
方
に
務
め
は
北
に
在
り
。
而
る
に

南
中
は
叛
亂
を
好
ま
ば
、
宜
し
く
其
の
詐
を
窮
む
べ
し
と
。
乃
ち

を
赦
し
、
還
ら

し
め
、
軍
を
合
は
せ
て
更
に
戰
ふ
。
凡
そ
①
七
た
び
虜
と
し
七
た
び
赦
す
。

ら
心

服
し
、
夷
・
漢
も
亦
た
善
に
反
ら
ん
こ
と
を
思
ふ
。
亮 

復
た

に
問
ふ
。

 

對
へ

て
曰
く
、「
明
公
は
天
威
な
り
。
②
邊
民
長と

こ
しへ

に
惡
を
爲
さ
ず
」
と
。
秋
、
遂
に
四

郡
を
平
ら
ぐ（（（
（

。
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諸
葛
亮
に
①
「
七
虜
七
赦
」
さ
れ
た
孟

は
、
王
化
に
心
服
す
る
。
そ
の
結
果
、
②
「
邊

民
長と

こ
しへ
に
惡
を
爲
さ
ず
」
と
孟

は
述
べ
た
と
い
う
。
し
か
し
、『
三
國
志
』
蜀
書
に
散

見
さ
れ
る
よ
う
に
、
南
蠻
の
反
乱
は
こ
の
後
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に

は
、
桓
溫
の
巴
蜀
討
伐
に
よ
り
、
王
化
に
服
し
得
た
「

陽
」
の
心
象
が
反
映
さ
れ
て
い

る
と
考
え
て
よ
い
。

　
『

陽
國
志
』
は
、
こ
の
よ
う
に
異
民
族
を
含
め
た
「
大
一
統
」
を
強
く
主
張
す
る
。

そ
こ
に
は
、
蜀
學
の
伝
統
に
加
え
て
、
五
胡
・
十
六
國
の
成
漢
を
東
晉
に
降
伏
さ
せ
た
常

璩
の
政
治
的
立
場
が
明
確
に
反
映
し
て
い
る
。
五
胡
の
偏
覇
は
、
東
晉
の
「
大
一
統
」
に

従
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、『

陽
國
志
』
は
、
蜀
學
と
政
治
的
立
場
の
み
か

ら
「
大
一
統
」
を
主
張
し
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
上
計
か
ら
郡
望
表
へ

　
『

陽
國
志
』
の
執
筆
意
図
に
つ
い
て
、
常
璩
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

時
に
於
て
漢
・
晉 

方
に
隆
ん
に
し
て
、
官
司 
星
の
ご
と
く
列
し
、
①
提
封
せ
し
圖

簿
は
、
歳
ご
と
に
司
空
に
集
ま
る
。
故
に
人
君
・
學
士
は
、
高
堂
に
蔭お

ほ

は
れ
、
帷
幕

を
翳お

ほ

は
る
る
も
、
物
土
を
綜す

ぶ
る
に
足
り
、
必
ず
し
も
本
紀
を
待
た
ず
。
…
…
益
�

遐
棄
せ
ら
れ
、
城
陴
②
聞
こ
ゆ
る
靡な

き
を
懼
る
。
迺
ち
諸
�
の
舊
紀
、
先
宿
の
所
傳
、

幷
び
に
南
裔
志
を
考
へ
、
③
驗
す
る
に
漢
書
を
以
て
し
、
其
の
近
き
是ま

こ
と
、
及
び
自
ら

聞
く
所
を
取
り
て
、
以
て
篇
を
著
す（（（
（

。

　

①
「
提
封
」
は
、
本
来
は
土
地
の
広
さ
を
提
出
す
る
こ
と
で
あ
る
が（（（
（

、
こ
こ
で
は
、「
圖
」

（
土
地
）
だ
け
で
は
な
く
「
籍
」（
戸
口
）
も
提
出
す
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
提

出
先
で
あ
る
「
司
空
」
は
、
漢
で
は
三
公
の
一
つ
で
、
全
土
の
地
図
を
管
理
し
、
治
水
や

宮
城
の
造
営
な
ど
の
工
事
計
画
立
案
を
職
掌
と
し
た
。
漢
は
、
毎
年
郡
國
か
ら
上
計
掾
を

都
に
呼
び
よ
せ
、
上
計
と
呼
ば
れ
る
会
計
報
告
を
さ
せ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
単
な
る
一
年

間
の
会
計
・
政
務
報
告
と
貢
献
物
の
上
納
に
止
ま
ら
ず
、
地
方
の
民
情
を
尋
ね
、
中
央
政

府
と
地
方
郡
國
と
の
間
の
貢
納
・
従
属
関
係
、
さ
ら
に
は
中

・
夷
狄
関
係
の
更
新
を
含

む
も
の
で
あ
っ
た（（（
（

。
漢
・
晉
の
際
に
は
、
上
計
の
制
が
機
能
し
て
お
り
、
華
陽
の
状
況
を

書
籍
で
伝
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
陽
に
独
立
政
権
が
成
立
し
て
い
る
間
は
、正
統
な
国
家
に
対
し
て
②
「
聞

こ
ゆ
る
靡な

き
」
状
況
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
③
『
漢
書
』
で
点
検
を
し
な
が
ら
、
地
域
の

こ
と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
、
と
常
璩
は
述
べ
る
。
こ
こ
で
の
『
漢
書
』
は
、
先
に
掲
げ
た

よ
う
に
『
漢
書
』
地
理
志
を
指
す
。
た
と
え
ば
、
蜀
郡
に
つ
い
て
、『
漢
書
』
地
理
志
は
、

次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

蜀
郡
、
秦 

置
く
。
小
江 

八
有
り
、
幷
は
せ
て
千
九
百
八
十
里
を
行
く
。
禹
貢
に
桓
水 

蜀
山

よ
り
出
て
西
南
し
、
羌
中
を
行
き
て
、
南
海
に
入
る
と
す
。
莽
は
導
江
と
曰
ふ
。
益
州
に
属
す
。

戶
は
二
十
六
萬
八
千
二
百
七
十
九
、
口
は
百
二
十
四
萬
五
千
九
百
二
十
九
あ
り
。
縣

は
十
五
。
成
都
、
戶
は
七
万
六
千
二
百
五
十
六
。
工
官
有
り
。
郫
、
禹
貢
に
江
沱 

西
に
在
り
、

東
し
て
大
江
に
入
る
と
す
。
…
…
臨
邛
、
僕
千
水 

東
し
て
武
陽
に
至
り
江
に
入
る
。
郡
を
過
ぐ

る
こ
と
二
、
行
く
こ
と
五
百
一
十
里
な
り
。
鐵
官
・
鹽
官
有
り
。
莽
は
監
邛
と
曰
ふ（（（
（

。

　
『
漢
書
』
地
理
志
上
は
、
郡
に
つ
い
て
は
、
郡
名
と
設
置
さ
れ
た
時
期
、
戸
口
数
に
加

え
て
、
班
固
の
自
注
に
よ
り
、
距
離
・
水
路
・
州
へ
の
所
属
な
ど
を
記
す
。
縣
に
つ
い
て

も
、
自
注
に
よ
り
戸
数
・
水
路
・
距
離
・
鹽
鐵
官
の
設
置
な
ど
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
に

加
え
て
、『
漢
書
』
は
、
地
理
志
下
で
は
、
郡
の
特
徴
や
沿
革
、
歴
代
の
太
守
な
ど
を
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

巴
・
蜀
・
廣
漢
は
本も

と

南
夷
、
秦 

幷
は
せ
て
以
て
郡
と
爲
す
。
土
地 

肥
美
に
し
て
、

江
水
・
沃
野
有
り
、
山
林
・
竹
木
・
疏
食
・
果
實
の
饒
あ
り
。
…
…
景
・
武
の
間
、

文
翁 

蜀
守
と
爲
り
、
民
に
讀
書
・
法
令
を
敎
ふ
る
も
、
未
だ
能
く
篤
く
道
德
を
信

ぜ
ず
、
反
り
て
文
を
好
み
刺
譏
し
、
權
勢
を
貴
慕
す
る
を
以
て
す（（（
（

。

　
『
漢
書
』
地
理
志
の
下
卷
は
、
本
来
は
南
夷
の
地
で
あ
っ
た
巴
・
蜀
、
そ
し
て
廣
漢
が
、

前
漢
中
期
の
蜀
守
で
あ
る
文
翁
か
ら
始
ま
る
敎
化
に
よ
り
、
次
第
に
文
化
を
受
容
し
て
い

く
状
況
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
漢
書
』
地
理
志
は
、
上
卷
に
お
い
て
上
計
に

基
づ
き
人
口
や
資
源
の
有
無
を
記
す
と
共
に
、
下
卷
に
お
い
て
地
域
の
歴
史
を
描
く
と
い

う
特
徴
を
持
つ
。

　
『

陽
國
志
』
卷
一
か
ら
卷
四
は
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、『
漢
書
』
が
南
夷
と
打

ち
捨
て
る
巴
・
蜀
の
歴
史
を
「
三
皇
」
に
ま
で
遡
り
、
し
か
も
中
原
の
統
一
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
卷
一
か
ら
卷
四
の
後
半
部
分
に

お
い
て
、『
漢
書
』
地
理
志
の
上
卷
に
あ
た
る
戸
口
数
や
水
路
・
橋
な
ど
地
域
を
描
き
、

ま
た
下
卷
に
あ
た
る
歴
代
太
守
の
政
治
を
記
す
部
分
を
持
つ
。『
漢
書
』
と
同
じ
く
、『
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陽
國
志
』
の
蜀
郡
を
掲
げ
よ
う
。

蜀
郡
、
州
治
な
り
。
屬
縣
は
五
。
戶
は
、
漢
は
廿
七
萬
、
晉
は
六
萬
五
千
な
り
。
洛

を
去
る
こ
と
三
千
一
百
二
十
里
な
り
。
東
は
廣
漢
に
接
し
、
北
は
汶
山
に
接
し
、
西

は
漢
嘉
に
接
し
、
南
は
犍
爲
に
接
す
。
州
治
は
大
城
、
郡
治
は
少
城
な
り
。
西
南
の

兩
江
に
七
橋
有
り
。
…
…
始
め
て
文
翁 

文
學
の
精
舎
・
講
堂
を
立
て
、
石
室
を
作

る
は
、
城
南
に
在
り
。
…
…
其
の
太
守
の
德
を
著
ら
か
に
し
績
を
垂
る
る
者
は
、
前

漢
に
聞
く
こ
と
莫
し
。
建
武
よ
り
以
來
、
第
五
倫
・
廉
范
叔
度
有
り
、
特
に
惠
愛
を

垂
る
。
…
…
成
都
縣
。
郡
治
な
り
。
十
二
鄕
、
五
部
尉
有
り
。
漢
は
戶
七
萬
、
晉
は

三
萬
七
千
。
難
治
と
名
づ
く
。
順
帝
の
時
、
廣
漢
の
馮
顥 

令
と
爲
る
。
…
…
四
姓
に
、

柳
・
杜
・
張
・
趙
・
郭
・
楊
氏
有
り
。
豪
富
は
、
先
に
羅
裒
・
郄
公
有
り
、
後
に
郭

子
平
有
り
。
奢
豪
は
、
楊
伯
侯
兄
弟
あ
り
。
（
（（
（

　
『

陽
國
志
』
は
、
蜀
郡
・
成
都
縣
と
も
に
漢
と
晉
の
戶
数
を
分
け
て
記
載
す
る
。
上

計
が
漢
の
途
中
か
ら
晉
ま
で
途
絶
え
て
い
た
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
戶
だ
け
で
口
を
記

せ
な
い
こ
と
は
、
戶
調
式
に
表
れ
る
よ
う
に
、
口
で
は
な
く
戶
を
単
位
に
支
配
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
晉
の
国
家
権
力
の
減
退
を
示
す
。
境
域
や
橋
な
ど
の
記
載
の
後
、
文
翁
以
下

の
郡
守
、
成
都
縣
で
あ
れ
ば
馮
顥
以
下
の
縣
令
の
事
績
を
掲
げ
る
こ
と
は
、『
漢
書
』
地

理
志
と
同
様
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、『

陽
國
志
』
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
注
目
す

べ
き
は
、「
四
姓
」
と
し
て
「
柳
・
杜
・
張
・
趙
・
郭
・
楊
」
氏
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
述
し
よ
う
。

　

さ
ら
に
『

陽
國
志
』
は
、『
漢
書
』
地
理
志
で
は
な
く
、
譙
周
『
巴
蜀
耆
舊
傳
』、
陳

壽
『
益
部
耆
舊
傳
』
な
ど
を
継
承
し
て
、

陽
の
人
物
伝
を
卷
十
・
卷
十
一
に
掲
げ
る
。

た
と
え
ば
、
蜀
郡
の
何
宗
は
、『
三
國
志
』
が
引
用
す
る
楊
戲
の
「
季
漢
輔
臣
贊
」
へ
の

陳
壽
の
自
注
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

何
彥
英 

名
は
宗
、
蜀
郡
郫
の
人
な
り
。
廣
漢
の
任
安
に
事
へ
、
學
び
て
安
の
術
を

精
究
す
。
①
杜
瓊
と
師
を
同
じ
く
す
る
も
而
も
名
問 

之
に
過
ぐ
。
劉
璋
の
時
、
犍

爲
太
守
と
爲
る
。先
主 

益
州
を
定
め
、牧
を
領
す
る
や
、辟
し
て
從
事
祭
酒
と
爲
す
。

後
に
圖
讖
を
援
引
し
、
先
主
に
勸
め
て
尊
號
に
卽
か
し
む
。
踐
阼
の
後
、
遷
り
て
大

鴻
臚
と
爲
る
。
建
興
中
に
卒
す
。
②
其
の
行
事
を
失
ふ
、
故
に
傳
を
爲
ら
ず
。
（
（（
（

　

何
宗
は
、
劉
備
を
天
子
に
勸
進
す
る
文
の
中
に
、
議
曹
從
事
の
杜
瓊
よ
り
先
に
名
が
挙

が
っ
て
お
り
（『
三
國
志
』
卷
三
十
二 

先
主
傳
）、
①
杜
瓊
よ
り
も
名
声
が
高
か
っ
た
こ
と
を

窺
い
得
る
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
蜀
學
」
は
杜
瓊
か
ら
高
玩
へ
、
蜀
學

は
（
杜
瓊
）・
秦
塵
か
ら
譙
周
へ
と
継
承
さ
れ
た
た
め
か
、
②
「
其
の
行
事
」
は
失
わ
れ
、

陳
壽
は
『
三
國
志
』
に
專
傳
を
立
て
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、『

陽
國
志
』
は
、

何
宗
を
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

①
劉
主 

割
據
し
、我
が
英
俊
を
資も

ち

ふ
。鴻
臚 

淵
通
し
、道
に
與し

た
がひ

運
を
推は

か

る
。何
宗
、

字
は
彥
英
、
郫
縣
の
人
な
り
。
②
經
緯
・
天
官
・
推
步
・
圖
讖
に
通
ず
。
劉
備 

漢

の
九
世
の
運
に
應
ず
る
を
知
り
、
先
主
を
讃
立
す
。
大
鴻
臚
と
爲
る
。
③
方
に
公
輔

を
授
け
ら
れ
ん
と
し
、
會
�
卒
す
。
（
（（
（

　
『

陽
國
志
』
の
人
物
傳
は
、
①
の
よ
う
な
贊
が
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
る
。
内
容
的
に
は
、

陳
壽
の
自
注
に
比
べ
て
②
「
蜀
學
」
の
内
容
が
増
や
さ
れ
て
い
る
程
度
で
、
師
の
譙
周
『
巴

蜀
耆
舊
傳
』
を
受
け
て
『
益
部
耆
舊
傳
』
を
編
纂
し
た
陳
壽
の
自
注
に
比
べ
て
新
し
み
は

な
い
。
逆
に
こ
れ
ら
が
種
本
で
あ
る
こ
と
を
窺
い
得
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
あ
り
も
し
な

い
③
「
方
に
公
輔
を
授
け
ら
れ
ん
と
し
」
た
、
と
の
記
述
で
あ
る
。
蜀
漢
で
は
、
三
公
は

形
骸
化
し
て
お
り
、
草
創
期
に
許
靖
が
司
徒
と
な
っ
た
以
外
、
三
公
へ
の
就
官
者
は
候
補

す
ら
い
な
い（（（
（

。「
蜀
學
」
の
先
達
を
大
き
く
見
せ
よ
う
と
す
る
常
璩
の
努
力
を
こ
こ
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
地
域
の
代
表
的
な
士
人
を
挙
げ
る
こ
と
は
、「
貢
士
」
と
い
う
国
家
に
対
す

る
重
要
な
貢
献
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
漢
代
の
上
計
で
は
、
地
域
の
民
情
の
報
告
だ
け
で

は
な
く
、
多
く
の
人
材
、
あ
る
い
は
上
計
吏
そ
の
人
を
「
貢
士
」
と
し
て
中
央
に
報
告
す

る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、『

陽
國
志
』
の
執
筆
目
的
の
中
に
は
、
漢
代
の
上
計
、
す
な
わ
ち
地

域
の
民
情
・
貢
士
な
ど
を
報
告
す
る
こ
と
に
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
晉
に
よ
る
「
大
一
統
」

後
の
官
途
に
備
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
す
も
の
が
、
成
都
縣
に
つ

い
て
掲
げ
た
、「
四
姓
」
の
記
載
で
あ
る
。

　
『

陽
國
志
』
は
、
巴
志
と
蜀
志
に
つ
い
て
は
多
く
の
縣
に
「
大
姓
」
を
掲
げ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
漢
中
志
は
梓
潼
郡
・
漢
中
郡
の
屬
縣
に
は
「
大
姓
」
が
見
ら
れ
る
も
の
の

他
の
郡
に
は
な
く
、
南
中
志
は
、
縣
は
二
姓
で
だ
け
で
後
に
郡
ご
と
に
「
大
姓
」
を
挙
げ

る
。
漢
中
・
南
中
は
、
も
と
も
と
異
民
族
が
多
く
居
住
す
る
地
域
で
あ
り
、「
大
姓
」
と
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呼
ば
れ
る
豪
族
の
発
達
が
遅
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
。

　

ま
た
、『

陽
國
志
』
の
表
現
に
は
、「
大
姓
」
の
ほ
か
「
四
姓
」、「
甲
族
」・「
甲
姓
」、

「
冠

」・「
冠
冕
大
姓
」
な
ど
の
違
い
が
あ
る
。「
大
姓
」
は
、
豪
族
と
い
う
意
味
で
『
漢

書
』
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
四
姓
」
は
、『
史
記
』・『
漢
書
』
に
見
ら
れ
な
い
こ
と

は
も
と
よ
り
、『
後
漢
書
』
で
も
「
外
戚
四
姓
」
の
こ
と
を
指
す
。『
三
國
志
』
に
は
「
天

水
四
姓
」「
吳
四
姓
」
の
用
例
が
あ
る
の
で
、
後
漢
末
・
三
國
時
代
よ
り
郡
あ
る
い
は
縣

を
代
表
す
る
豪
族
を
「
四
姓
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『

陽
國
志
』

に
は
、「
大
姓
」
と
「
四
姓
」
の
違
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

廣
漢
縣
…
…
蜀
の
時
、
彭
羕 
俊
才
有
り
。
晉
の
世
、
段
容 

令
德
を
號
せ
ら
る
、
故

に
二
姓 

甲
族
と
爲
る
な
り
。
德
陽
縣
…
…
康
・
古
・
袁
氏
を
四
姓
と
爲
す
、
大
族

の
甲
な
る
者
な
り（（（
（

。

　
「
四
姓
」
と
は
、「
大
族
」（
大
姓
）
の
「
甲
」
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彭
羕
と
段

容
が
そ
れ
ぞ
れ
蜀
漢
と
晉
で
名
を
挙
げ
た
こ
と
で
「
甲
族
」
と
な
っ
た
よ
う
に
、
国
家
の

官
僚
と
し
て
の
活
躍
に
よ
り
他
の
「
大
姓
」
よ
り
抜
き
ん
で
た
地
位
を
認
め
ら
れ
る
一
族

と
な
っ
た
こ
と
を
示
す
。
ち
な
み
に
「
甲
族
」
と
い
う
言
葉
は
、
初
出
は
『
三
國
志
』
の

裴
松
之
注
で
、「
馮
翊
の
甲
族
」
と
し
て
桓
・
田
・
吉
・
郭
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（『
三
國
志
』

卷
二
十
三 

裴
潛
傳
注
）。
ま
た
、「
冠

」
は
、『
後
漢
書
』
か
ら
冠
と
傘
の
意
味
で
は
な
く
、

地
域
を
代
表
す
る
豪
族
と
の
意
味
が
見
え
、『
三
國
志
』
に
は
、「（
袁
）
紹 
公
孫
瓚
を
界

橋
に
逆む

か

ふ
る
に
、
鉅
鹿
太
守
の
李
邵
及
び
郡
の
冠

、
瓚
の
兵 

彊
き
を
以
て
、
皆 

瓚
に

屬
せ
ん
と
欲
す
（〈
袁
〉
紹
逆
公
孫
瓚
于
界
橋
、
鉅
鹿
太
守
李
邵
及
郡
冠

、
以
瓚
兵
彊
、
皆
欲
屬
瓚
）」

（『
三
國
志
』
卷
十
四 

董
昭
傳
）
の
よ
う
な
、
郡
を
代
表
す
る
豪
族
と
し
て
の
事
例
が
あ
る
。

そ
の
ほ
か
、
裴
松
之
注
に
引
か
れ
る
韋
昭
の
『
吳
書
』
に
、「（
諸
葛
）
一
門 

三
方
に
冠

と
爲
り
、
天
下 

之
を
榮
と
す
（〈
諸
葛
〉
一
門
三
方
爲
冠

、
天
下
榮
之
）」
と
あ
る
。「
冠

」
も
ま
た
「
大
姓
」
よ
り
も
抜
き
ん
で
た
地
位
を
持
つ
一
族
と
考
え
て
よ
い
。

　

唐
を
代
表
す
る
姓
氏
書
で
あ
る
『
元
和
姓
纂
』
に
は
、
唐
の
皇
帝
が
編
纂
さ
せ
た
『
貞

觀
氏
族
志
』
な
ど
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
、
郡
望
の
単
位
と
な
っ
た
郡
名
だ
け
で
は
な
く
、

し
ば
し
ば
縣
名
ま
で
が
姓
氏
に
表
記
さ
れ
る
。『

陽
國
志
』
の
「
大
姓
」
と
同
様
な
「
縣
」

を
単
位
と
す
る
名
声
が
残
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
池
田
温
が
指
摘
す
る
よ
う
に（（（
（

、『

陽
國
志
』
は
「
三
張
」「
五
李
」「
七
楊
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
縣
内
の
同
姓
で
も
い
く
つ

か
の
支
派
を
数
え
る
な
ど
が
異
な
り
、
唐
以
降
の
「
郡
望
表
」
と
直
接
つ
な
が
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
で
も
、『

陽
國
志
』
の
「
大
姓
」
を
「
郡
望
表
」
の
先
駆
と
考
え
る
こ

と
は
許
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
、
新
た
に

陽
を
支
配
下
に
置
い
た
晉
が
、
統
治
を
行
う
際

の
基
本
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

陽
の
人
士
の
晉
で
の
登
用

を
求
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、『

陽
國
志
』
の
試
み
は
空
し
く
、「
蜀
姓
」
は

差
別
さ
れ（（（
（

、
八
世
紀
の
郡
望
表
に
は
巴
蜀
の
姓
は
、
ほ
ぼ
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
れ
で
は
、『

陽
國
志
』
は
、
な
ぜ
蜀
學
に
基
づ
く
「
大
一
統
」
の
主
張
だ
け
で
は

な
く
、
郡
望
表
の
先
駆
と
な
る
地
理
志
と
人
物
伝
を
付
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『

陽
國
志
』
序
が
「
書
契
」
の
「
五
善
」
と
い
う
型
で
、
書
籍
全
般
の
重
要
性
を
述
べ
る
と

こ
ろ
を
掲
げ
よ
う
。
こ
こ
に
は
、

陽
が
新
た
に
東
晉
の
一
部
に
な
る
こ
と
に
備
え
て
、

「
賢
能
」
を
挙
げ
る
こ
と
の
理
由
も
示
さ
れ
て
い
る
。

夫
れ
書
契
に
五
善
有
り
。
道
義
に
逹
し
、
法
戒
を
章
ら
か
に
し
、
古
今
に
通
じ
、
功

勳
を
表
し
て
、
而
る
後
に
賢
能
を
旌
す
。
（
（（
（

　
『

陽
國
志
』
の
人
物
伝
は
、「
賢
能
」
を
宣
揚
す
る
た
め
に
著
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
「
五
善
」
は
、
後
漢
末
の

悅
『
漢
紀
』
の
「
五
志
」
を
引
用
し
て
い
る
。
常
璩
が

悅
の
「
五
志
」
を
引
用
す
る
の
は
、「
賢
能
」
を
宣
揚
す
る
こ
と
の
根
拠
づ
け
の
た
め
だ

け
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
獻
）
帝 

典
籍
を
好
み
、常
に
班
固
の
漢
書
は
文 

繁
に
し
て
省

つ
ま
び
ら
かに
し
難
き
を
以
て
、

乃
ち
悅
を
し
て
①
左
氏
傳
の
體
に
依
り
て
以
て
漢
紀
三
十
篇
を
爲つ

く

ら
し
め
、
尙
書
に

詔
し
て
筆
札
を
給
せ
し
む
。
…
…
其
れ
之
に
序
し
て
曰
く
、「
…
…
②
夫
れ
典
を
立

つ
る
に
は
五
志
有
り
。
一
に
曰
く
道
義
に
逹
し
、
二
に
曰
く
法
式
を
章
ら
か
に
し
、

三
に
曰
く
古
今
に
通
じ
、
四
に
曰
く
功
勳
を
著
ら
か
に
し
、
五
に
曰
く
賢
能
を
表
す

と
。
是
に
於
て
天
人
の
際
、
事
物
の
宜
し
き
、
粲
然
顯
著
と
し
て
、
備
は
ら
ざ
る
は

罔な

し
。
…
…
③
漢
は
四
百
有
六
載
、
亂
を
撥
め
正
し
き
に
反か

へ

し
、
武
を
統
べ
文
を
興

し
、
永
く
祖
宗
の
洪
業
を
惟お

も

ひ
、
光ひ

ろ

く
萬
嗣
を
啟ひ

ら

か
ん
こ
と
を
思
ふ
。
聖
上 

穆
然

と
し
て
、
惟
れ
文
を
ば
之
恤い

つ
く
しみ
、
前
を
瞻み

て
後
を
顧
み
、
是
れ
紹つ

ぎ
是
れ
繼
ぎ
、

大
猷
を
闡
崇
し
、
國
典
を
命
立
せ
し
む
」
と（（（
（

。

　

①

悅
の
『
漢
紀
』
は
、『
尙
書
』
を
規
範
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
漢
書（（（
（

』
を
①
『
春

秋
左
氏
傳
』
の
体
裁
に
基
づ
き
編
年
體
と
し
て
纏
め
直
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
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的
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
が
、
②
「
五
志
」
で
あ
る
。
道
義
に
通
達
し
、
法
典
を
明
ら
か

に
し
、
古
今
に
通
暁
し
、
功
勳
を
顕
著
に
し
、
賢
者
を
表
彰
す
る
こ
と
で
、

悅
は
獻
帝

に
③
「
亂
を
撥
め
正
し
き
に
反か

へ
（
撥
亂
反
正
）」、
具
体
的
に
は
漢
の
「
大
一
統
」
を
回
復

で
き
る
と
し
た
。「
撥
亂
反
正
」
は
、『
春
秋
公
羊
傳
』
哀
公
十
四
年
の
「
西
狩

麟
」
を

典
拠
と
し
、
漢
の
高
祖
劉
邦
の
功
績
を
称
え
た
群
臣
の
言
葉
と
同
一
で
あ
る（（（
（

。『
春
秋
公

羊
傳
』
は
「
大
一
統
」
の
典
拠
で
あ
る
。

　

常
璩
は
、
巴
・
蜀
と
い
う
地
域
が
秦
・
漢
の
「
大
一
統
」
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た

こ
と
を
確
認
し
、
晉
の
「
大
一
統
」
に
資
す
る
た
め
『

陽
國
志
』
を
著
し
た
。
そ
の
執

筆
目
的
を
明
確
に
示
す
た
め
に
も
、
序
志
に

悅
の
「
五
志
」
を
引
用
し
て
、
自
ら
の
志

を
示
し
た
の
で
あ
る
。

　

戦
乱
の
時
代
、
魯
と
い
う
「
地
方
の
国
」
の
歴
史
を
描
き
な
が
ら
、「
大
一
統
」
へ
の

主
張
を
盛
り
込
ん
だ
も
の
が
『
春
秋
』
で
あ
る
。『

陽
國
志
』
は
、『
春
秋
』
を
規
範
に

巴
蜀
地
方
の
国
家
の
歴
史
と
人
材
を
記
し
な
が
ら
、「
大
一
統
」
を
主
張
す
る
こ
と
で
、

巴
蜀
と
い
う
地
域
の
編
入
を
契
機
と
す
る
東
晉
の
「
大
一
統
」
を
希
求
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

常
璩
の
『

陽
國
志
』
は
、
經
書
や
史
書
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

陽
の
独
自

性
を
記
す
一
方
で
、

陽
の
編
入
を
契
機
に
「
大
一
統
」
が
果
た
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主

張
し
た
。
そ
こ
に
は
、
蜀
學
の
伝
統
に
加
え
て
、
成
漢
を
降
伏
さ
せ
た
東
晉
、
具
体
的
に

は
桓
溫
の
正
統
化
が
含
ま
れ
て
い
た
。『

陽
國
志
』
が
、「

陽
」
と
い
う
「
地
方
の
國
」

の
歴
史
を
描
き
な
が
ら
、
晉
に
よ
る
「
大
同
」
の
正
し
さ
と
、
公
孫
述
や
蜀
漢
政
権
な
ど

「

陽
」
を
拠
点
と
し
た
偏
覇
の
不
当
を
描
き
出
し
た
論
拠
は
、
春
秋
公
羊
學
が
主
張
す

る
「
大
一
統
」
に
置
か
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、『

陽
國
志
』
は
、「

陽
」
と
い
う
地
域
の

民
情
・
貢
士
な
ど
後
の
地
方
誌
の
要
素
を
含
む
。
地
理
志
と
人
物
伝
の
う
ち
、
縣
ご
と
に

記
し
た
「
大
姓
」
の
列
挙
は
、
唐
以
降
の
「
郡
望
表
」
の
先
駆
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
も
晉
に
よ
る
「
大
一
統
」
後
の
官
途
に
備
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
常
璩
は
、
魯

と
い
う
「
地
方
の
国
」
の
歴
史
を
描
き
な
が
ら
、「
大
一
統
」
へ
の
主
張
を
盛
り
込
ん
だ

『
春
秋
』
に
倣
っ
て
、
巴
・
蜀
と
い
う
地
域
が
秦
・
漢
の
「
大
一
統
」
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
こ
と
を
確
認
し
な
が
ら
、
晉
の
「
大
一
統
」
に
資
す
る
た
め
に
『

陽
國
志
』

を
著
し
た
の
で
あ
る
。

　

蜀
漢
を
偏
覇
に
止
め
て
ま
で
も
、
東
晉
の
正
統
性
を
描
い
た
常
璩
の
『

陽
國
志
』
に

対
し
て
、
同
じ
く
東
晉
に
生
き
、
桓
溫
と
も
関
わ
り
を
持
っ
た
習
鑿
齒
は
、『
漢
晉
春
秋
』

で
西
晉
の
正
統
を
蜀
漢
か
ら
の
継
承
に
求
め
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改

め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（1
）　
『

陽
國
志
』
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
劉
重
来
・
徐
適
端
（
主
編
）『《
華
陽
国
志
》
研
究
』（
巴

蜀
書
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
よ
り
、
総
合
的
に
把
握
で
き
る
。

（
2
）　
『
晉
書
』
卷
一
百
二
十
一 

李
勢
載
記
に
、「（
李
）
勢
の
衆 

惶
懼
し
、
復
た
志
を
固
く
す
る
こ

と
無
し
。
其
の
中
書
監
た
る
王
嘏
・
散
騎
常
侍
た
る
常
璩
ら
、
勢
に
降
ら
ん
こ
と
を
勸
む
（〈
李
〉

勢
衆
惶
懼
、
無
復
固
志
。
其
中
書
監
王
嘏
・
散
騎
常
侍
常
璩
等
、
勸
勢
降
）」
と
あ
る
。

（
3
）　
『
晉
書
』
卷
九
十
八 

桓
溫
傳
に
、「（
桓
）
溫 

蜀
に
停
ま
る
こ
と
三
旬
、
賢
を
擧
げ
善
を
旌
す
。

僞
尙
書
僕
射
の
王
誓
・
中
書
監
の
王
瑜
・
鎮
東
將
軍
の
鄧
定
・
散
騎
常
侍
の
常
璩
ら
、
皆 

蜀
の

良
な
り
。
竝
び
に
以
て
參
軍
と
爲
す
。
百
姓 

咸 

悅
ぶ
（〈
桓
〉
溫
停
蜀
三
旬
、
擧
賢
旌
善
。
僞

尙
書
僕
射
王
誓
・
中
書
監
王
瑜
・
鎮
東
將
軍
鄧
定
・
散
騎
常
侍
常
璩
等
、
皆
蜀
之
良
也
。
竝
以
爲

參
軍
。
百
姓
咸
悅
）」
と
あ
る
。

（
4
）　

な
お
、
卷
八 

大
同
志
は
、
太
康
元
（
二
八
〇
）
年
の
孫
吳
平
定
過
程
と
、
元
康
六
（
二
九
六
）

年
以
後
の
李
特
ら
を
盟
主
と
し
た
多
数
の
流
民
流
入
に
伴
う
混
乱
状
況
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
、

蜀
漢
滅
亡
の
翌
年
に
あ
た
る
曹
魏
の
咸
熙
元
（
二
六
四
）
年
か
ら
西
晉
愍
帝
の
建
興
元
（
三
一
三
）

年
に
至
る
益
州
の
政
治
的
動
向
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
大
同
」
と
い
う
名
が
示
す
通
り
、

統
一
国
家
の
一
部
と
し
て
の
記
録
で
あ
る
。

（
5
）　

劉
琳
「《
華
陽
国
志
》
簡
論
」（『
四
川
大
学
学
報
』
哲
学
社
会
科
学
版
一
九
七
九
│
二
、
一
九

七
九
年
）、「《
華
陽
国
志
》」（『
文
史
知
識
』
一
九
八
二
│
七
、
一
九
八
二
年
）。
劉
琳
（
校
注
）『
華

陽
国
志
校
注
』（
巴
蜀
書
社
、
一
九
八
四
年
）
は
、
任
乃
強
（
校
注
）『
華
陽
国
志
校
補
図
注
』（
上

海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
七
年
）
と
共
に
、『

陽
國
志
』
読
解
の
必
読
書
で
あ
る
。

（
6
）　
『

陽
國
志
』
が
地
方
誌
で
あ
る
こ
と
は
、
劉
琳
の
ほ
か
、
張
舜
徽
『
中
国
文
献
学
』（
中
州
書

画
社
、
一
九
八
二
年
）、
卜
艶
軍
・
李
新
偉
「《
華
陽
国
志
》
浅
論
」（『
中
国
地
方
志
』
二
〇
〇
三

│
一
、
二
〇
〇
三
年
）、
邢
培
順
「
論
『
華
陽
国
志
』
在
地
志
発
展
史
上
的
地
位
」（『
巣
湖
学
院

学
報
』
一
三
六
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
も
主
張
し
て
い
る
。

（
7
）　
『

陽
國
志
』
に
大
一
統
思
想
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
劉
琳
の
ほ
か
、
陳
暁
華
・
劉
重
来
「
一

部
宣
揚
大
一
統
思
想
的
地
方
史
志
│
│
評
《
華
陽
国
志
》
│
│
」（『
中
国
図
書
評
論
』
二
〇
〇
一

│
一
二
、
二
〇
〇
一
年
）、
杜
治
文
「《
華
陽
国
志
》
的
史
学
思
想
」（『
陝
西
師
範
大
学
学
報
』
哲

学
社
会
科
学
版
三
七
専
輯
号
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
も
主
張
し
て
い
る
。

（
8
）　

中
林
史
朗
「『
華
陽
国
志
』
に
関
す
る
諸
問
題
」（『
大
東
文
化
大
学
人
文
科
学
研
究
所
所
報
』
二
、



常
璩
『

陽
國
志
』
に
み
え
る
一
統
へ
の
希
求

（55）598

一
九
九
五
年
）。
中
林
史
朗
『
華
陽
国
志
』（
明
徳
出
版
社
、
一
九
九
五
年
）
は
、
卷
一
か
ら
卷
四

の
抄
訳
、
下
見
隆
雄
『『
華
陽
国
志
』
列
女
伝
記
』（
明
徳
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
は
、
女
性
の

伝
記
の
抄
訳
で
あ
る
。
ま
た
、
船
木
勝
馬
・
谷
口
房
男
（
他
）「
華
陽
国
志
訳
注
稿
⑴
〜
⒁
」（『
東

洋
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
一
九
七
四
年
〜
七
八
年
、
一
七
、
二
一
、

二
三
、
二
四
、
二
六
、
二
七
、
二
九
、
三
一
、
三
三
、
一
九
七
四
年
〜
一
九
九
九
年
）
は
、『

陽
國
志
』
を
全
訳
し
た
労
作
で
あ
る
。

（
9
）　

こ
の
ほ
か
、『

陽
國
志
』
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
狩
野
直
禎
「
華
陽
国
志
の
成
立
を
廻
っ
て
」

（『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
二
一
、
一
九
六
三
年
）、
版
本
に
つ
い
て
は
、
久
村
因
「
華
陽
国
志
の

版
本
に
つ
い
て
」（『
名
古
屋
大
学
教
養
部
紀
要
』
人
文
科
学
・
社
会
科
学
一
七
、
一
九
七
三
年
）、

谷
口
房
男
「
台
北
・
故
宮
博
物
院
所
蔵
の
日
本
鈔
本
『

陽
國
志
』
に
つ
い
て
」（『
東
洋
大
学
東

洋
史
研
究
報
告
』
一
、
一
九
八
二
年
）
が
あ
り
、
中
国
に
お
け
る
『
華
陽
国
志
』
研
究
は
、
張
勇

「
常
璩
《
華
陽
国
志
》
研
究
概
述
」（『
中
国
地
方
誌
』
二
〇
一
六
│
四
、
二
〇
一
六
年
）
に
整
理

さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　
「
蜀
學
」
に
つ
い
て
は
、
吉
川
忠
夫
「
蜀
に
お
け
る
讖
緯
の
学
の
伝
統
」（『
讖
緯
思
想
の
総
合

的
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
四
年
）、
呉
佑
和
「
譙
周
和
他
在
史
学
上
的
貢
献
」（『
歴
史
文

献
研
究
』
五
、
一
九
九
四
年
）、
王
定
璋
「
譙
周
与
陳
寿
」（『
蜀
学
』
一
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど

を
参
照
。

（
11
）　
『
四
庫
全
書
總
目
提
要
』
卷
六
十
六 

陽
國
志
に
、「
晉
書
（
李
）
勢
に
勸
め
て
桓
溫
に
降
ら

す
者こ
と

を
載
す
れ
ば
、
卽
ち
（
常
）
璩
は

し
亦
た
譙
周
の
流
な
ら
ん
（
晉
書
載
勸
〈
李
〉
勢
降
桓

溫
者
、
卽
〈
常
〉
璩

亦
譙
周
之
流
也
）」
と
あ
る
。

（
12
）　

渡
邉
義
浩
「『
古
史
考
』
と
『
帝
王
世
紀
』
│
│
儒
教
に
即
し
た
上
古
史
と
生
成
論
│
│
」（『
早

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
六
三
、
二
〇
一
八
年
）
を
参
照
。

（
13
）
①
司
馬
相
如
・
②
嚴
君
平
・
③
楊
子
雲
・
④
陽
成
子
玄
・
⑤
鄭
伯
邑
・
⑥
尹
彭
城
・
⑦
譙
常
侍
・
⑧

任
給
事
等
、
各
集
傳
記
、
以
作
本
紀
、
略
擧
其
隅
。
其
次
聖
・
稱
賢
・
仁
人
・
志
士
、
言
爲
世
範
、

行
爲
表
則
者
、
名
注
史
錄
。
而
⑨
陳
君
承
祚
、
別
爲
耆
舊
、
始
漢
及
魏
。
煥
乎
可
觀
（『

陽
國
志
』

卷
十
二 

序
志
）。

（
14
）　

昔
在
唐
堯
、
①
洪
水
滔
天
、
鯀
功
無
成
、
聖
禹
嗣
興
、
導
江
疏
河
、
百
川
蠲
脩
、
封
殖
天
下
。

因
②
古
九
囿
、
以
③
置
九
州
。
仰
稟
④
參
・
伐
、
俯
壤
⑤　

陽
、
黑
水
・
江
・
漢
爲
梁
州
。
⑥
厥
土

靑
黎
、
厥
田
惟
下
上
、
厥
賦
惟
下
中
、
厥
貢
璆
・
鐵
・
銀
・
鏤
・
砮
・
磬
・
熊
・
羆
・
狐
・
狸
・

織
皮
。
⑦
於
是
四
隩
既
宅
、
九
州
攸
同
、
六
府
孔
脩
、
庶
土
交
正
、（
底
眘
）〔
厎
慎
〕
財
賦
、
成

貢
中
國
。
⑧
時
雍
之
化
、
⑨
東
被
西
漸
矣
（『

陽
國
志
』
卷
一 

巴
志
）。
な
お
、『

陽
國
志
』

は
、
題
襟
館
本
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
を
底
本
と
し
た
。
任
乃
強
（
校
注
）『
華
陽
国
志
校

補
図
注
』（
前
掲
）
に
よ
り
文
字
を
改
め
た
場
合
は
、（　

）
内
に
題
襟
館
本
の
文
字
、〔　

〕
に

よ
り
改
め
た
文
字
を
示
し
た
。

（
15
）　
『

陽
國
志
』
と
『
史
記
』
の
記
事
の
継
承
関
係
に
つ
い
て
は
、
趙
毅
「
論
《
史
記
》
与
《
華

陽
国
志
》
的
関
係
」（『《
華
陽
国
志
》
研
究
』
前
掲
）
を
参
照
。

（
16
）　

洛
書
曰
、
人
皇
始
出
、
繼
地
皇
之
後
、
兄
弟
九
人
、
分
理
九
州
、
爲
九
囿
。
人
皇
居
中
州
、
制

八
輔
。

陽
之
壤
、
梁
岷
之
域
、
是
其
一
囿
、
囿
中
之
國
、
則
巴
・
蜀
矣
（『

陽
國
志
』
卷

一 

巴
志
）。

（
17
）　

周
失
紀
綱
、
蜀
先
稱
王
。
有
蜀
侯
蠶
叢
、①
其
目
縱
。
始
稱
王
。
死
作
石
棺
・
石
槨
。
國
人
從
之
。

故
俗
以
石
棺
槨
、
爲
縱
目
人
冢
也
。
…
…
七
國
稱
王
、
杜
宇
稱
帝
。
號
曰
望
帝
、
更
名
蒲
卑
。
…

…
其
相
開
明
、
決
玉
壘
山
、
以
除
水
害
。
帝
遂
委
以
政
事
、
②
法
堯
・
舜
禪
授
之
義
、
禪
位
於
開

明
（『

陽
國
志
』
卷
三 

蜀
志
）。

（
18
）　

三
星
堆
遺
跡
か
ら
の
発
掘
物
で
あ
る
縦
目
の
仮
面
と
『

陽
國
志
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

劉
固
盛
「《
華
陽
国
志
》
的
史
料
価
値
」（『
史
学
史
研
究
』
一
九
九
七
│
二
、
一
九
九
七
年
）
を

参
照
。

（
19
）　

魏
晉
革
命
の
正
統
性
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
西
晉
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
形
成
」（『
大

東
文
化
大
学
漢
学
会
誌
』
四
七
、
二
〇
〇
八
年
、『
西
晉
「
儒
教
国
家
」
と
貴
族
制
』
汲
古
書
院
、

二
〇
一
〇
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
20
）　
『
太
平
御
覽
』
卷
一
百
六
十
六 

州
郡
に
、「
揚
雄
の
蜀
王
本
紀
に
曰
く
、「
蜀
の
先
に
王
を
稱
す

る
者
に
蠶
叢
有
り
。
…
…
王
有
り
杜
宇
と
曰
ふ
、
…
…
乃
ち
自
立
し
て
蜀
王
と
爲
り
、
號
し
て
望

帝
と
曰
ひ
、
居
を
郫
邑
に
移
す
」
と
（
揚
雄
蜀
王
本
紀
曰
、
蜀
之
先
稱
王
者
有
蠶
叢
。
…
…
有
王

曰
杜
宇
、
…
…
乃
自
立
爲
蜀
王
、
號
曰
望
帝
、
移
居
郫
邑
）」
と
あ
る
。

（
21
）　

有
竹
王
者
、
興
於
遯
水
。〔
先
是
〕、
有
一
女
子
、
浣
於
水
濱
。
有
三
節
大
竹
、
流
入
女
子
足
間
。

推
之
不
肯
去
、
聞
有
兒
聲
。
取
持
歸
、
破
之
、
得
一
男
兒
、〔
養
之
〕。
長
（
養
）
有
才
武
、
遂
雄

夷
（
狄
）〔
濮
〕。
氏
以
竹
爲
姓
（『

陽
國
志
』
卷
四 

南
中
志
）。

（
22
）　

竹
王
伝
説
は
、『
太
平
御
覽
』
卷
一
百
六
十
六 

州
郡
に
、「
蜀
記
に
曰
く
、「
昔 

女
人
有
り
溪

に
沙
を
浣
ふ
。
大
竹
の
水
に
流
る
る
有
り
て
、
而
し
て
之
に
觸
れ
る
に
、
因
り
て
孕
む
有
り
、
後

に
一
子
を
生
む
。
自
ら
立
ち
て
王
と
爲
る
。
因
り
て
竹
を
以
て
姓
と
爲
す
。
…
…
」
と
（
蜀
記
曰
、

昔
有
女
人
於
溪
浣
沙
。
有
大
竹
流
水
、
而
觸
之
、
因
有
孕
、
後
生
一
子
。
自
立
爲
王
。
因
以
竹
爲

姓
。
…
…
）」
と
あ
る
。
譙
周
の
『
蜀
記
（
蜀
本
紀
）』
で
は
、
竹
王
伝
説
は
、
竹
に
感
じ
て
帝
王

を
孕
む
、
感
生
帝
説
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
で
き
る
。
緯
書
に
基
づ
く
感
生
帝
説
が
、
鄭
玄
の
六

天
説
を
支
え
た
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「
鄭
箋
の
感
生
帝
説
と
六
天
説
」（『
両
漢
に
お
け
る
詩
と
三

伝
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
汲
古
書
院
、
二
〇

〇
九
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
23
）　

及
禹
治
水
命
州
、
巴
・
蜀
以
屬
梁
州
。
禹
娶
於
①
塗
山
、
辛
・
壬
・
癸
・
甲
而
去
。
②
生
子
啟
、

呱
呱
啼
、
不
及
視
。
三
過
其
門
而
不
入
室
、
務
在
救
時
。③
今
江
州
塗
山
是
也
。
帝
禹
之
廟
銘
存
焉
。

禹
會
諸
侯
於
會
稽
、
執
玉
帛
者
萬
國
、
巴
・
蜀
往
焉
（『

陽
國
志
』
卷
一 

巴
志
）。

（
24
）　
『
春
秋
左
氏
傳
』
哀
公 

傳
七
年
に
、「
禹
會
諸
侯
于
塗
山
」
と
あ
り
、
杜
預
の
注
に
、「
塗
山
は
、

壽
春
縣
の
東
北
に
在
り
（
塗
山
、
在
壽
春
縣
東
北
）」
と
あ
る
。

（
25
）　
『
漢
書
』
卷
八
上 

地
理
志
上
に
、「
九
江
郡
…
…
縣
十
五
…
…
當
塗
」
と
あ
り
、
顔
師
古
注
に

「
應
劭
曰
く
、「
禹
の
塗
山
に
娶
る
所
、
侯
國
な
り
。
禹
虛
有
り
」
と
（
應
劭
曰
、
禹
所
娶
塗
山
、

侯
國
。
有
禹
虛
）」
と
あ
る
。『
史
記
』
卷
二 

夏
本
紀
に
、「
禹
曰
、
豫
娶
塗
山
」
と
あ
り
、
集
解

に
、「
孔
安
國
曰
く
、「
塗
山
は
、
國
の
名
な
り
」
と
。
…
…
皇
甫
謐
云
ふ
、「
今 

九
江
の
塗
山
に
、
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禹
廟
有
り
」
と
（
孔
安
國
曰
、
塗
山
、
國
名
。
…
…
皇
甫
謐
云
、
今
九
江
塗
山
、
有
禹
廟
）」
と

あ
る
。

（
26
）　

蜀
之
爲
國
、
肇
於
①
人
皇
、
與
巴
同
囿
。
至
黃
帝
、
爲
其
子
昌
意
、
②
娶
蜀
山
氏
之
女
、
生
子

高
陽
。
是
爲
帝
嚳
。
封
其
支
庶
於
蜀
、
世
爲
侯
伯
。
…
…
地
稱
③
天
府
、
原
曰

陽
。
…
…
④
河

圖
括
地
象
曰
、
岷
山
之
精
、
上
爲
井
絡
、
帝
以
會
昌
、
神
以
建
福
。
⑤
夏
書
曰
、
岷
山
導
江
、
東

別
爲
沱
（『

陽
國
志
』
卷
三 

蜀
志
）。

（
27
）　

雖
①
與
牧
野
之
師
、
②
希
同
盟
要
之
會
。
而
③
秦
資
其
富
、
用
兼
天
下
。
④
漢
祖
階
之
、
奄
有
四

海
（『

陽
國
志
』
卷
十
二 

序
志
）。

（
28
）　

周
武
王
伐
紂
、
實
得
⑴
巴
・
蜀
之
師
、
著
乎
尙
書
。
巴
師
勇
銳
、
歌
舞
以
淩
殷
人
、（
前
徒
）〔
殷

人
〕
倒
戈
。
故
世
稱
之
曰
、
武
王
伐
紂
、
前
歌
後
舞
也
。
…
…
賨
民
多
居
水
左
右
、
天
性
勁
勇
。

初
爲
漢
前
鋒
、
陷
陣
、
銳
氣
喜
舞
。
⑵
帝
善
之
曰
、
此
武
王
伐
紂
之
歌
也
。
乃
令
樂
人
習
學
之
。

今
所
謂
⑶
巴
渝
舞
也
（『

陽
國
志
』
卷
一 

巴
志
）。

（
29
）　
『
後
漢
書
』
列
傳
七
十
六 

西
南
夷
傳
に
、「
世
�
號
し
て
板
楯
蠻
夷
と
爲
す
。
閬
中
に
渝
水
有

り
て
、
其
の
人
は
多
く
水
の
左
右
に
居
る
。
天
性 

勁
勇
な
り
。
初
め
漢
の
前
鋒
と
爲
り
、
數
�

陳
を
陷
す
。
俗
は
歌
舞
を
喜こ
の

む
。
高
祖 

之
を
觀
て
曰
く
、「
此
れ
武
王
の
紂
を
伐
つ
の
歌
な
り
」

と
（
世
號
爲
板
楯
蠻
夷
。
閬
中
有
渝
水
、
其
人
多
居
水
左
右
。
天
性
勁
勇
。
初
爲
漢
前
鋒
、
數
陷

陳
。
俗
喜
歌
舞
。
高
祖
觀
之
曰
、
此
武
王
伐
紂
之
歌
也
）」
と
あ
る
。

（
30
）　

①
帝
王
者
、
統
天
理
物
、
必
居
土
中
、
德
膺
命
運
。
②
非
可
資
能
恃
險
、
以
干
常
亂
紀
。
雖

饕
竊
名
號
、
終
於
絕
宗
殄
祀
。
何
者
、
③
天
命
不
可
以
詐
詭
而
邀
、
神
器
不
可
以
僥
倖
而
取
也
。

…
…
故
④
公
孫
・
劉
氏
、
以
敗
於
前
、
而
諸
李
踵
之
、
覆
亡
於
後
。
天
人
之
際
、
存
亡
之
術
、
可

以
爲
⑤
永
鑒
也
。
干
運
犯
（
歷
）〔
曆
〕、
破
家
喪
國
、
可
以
爲
⑤
京
觀
也
。
今
齊
之
國
志
、
貫
於

一
揆
、
同
見
不
臣
、
所
以
防
狂
狡
、
杜
奸
萌
、
以
⑥
崇
春
秋
貶
絕
之
道
也
、而
⑦
顯
賢
能
、
著
治
亂
、

亦
以
⑦
爲
獎
勸
也
（『

陽
國
志
』
卷
十
二 

序
志
）。

（
31
）　

渡
邉
義
浩
「
規
範
と
し
て
の
「
古
典
中
國
」」（『
日
本
儒
教
学
会
報
』
一
、
二
〇
一
七
年
）
を

参
照
。

（
32
）　

南
域
處
邛
・
笮
・
五
夷
之
表
、
不
毛
閩
濮
之
鄕
、
固
①
九
服
之
外
也
。
而
能
開
土
列
郡
、
爰
建

方
州
、
踰
博
南
、
越
蘭
滄
、
遠
撫
西
垂
。
②
漢
武
之
跡
、可
謂
大
業
（『

陽
國
志
』
卷
四 

南
中
志
）。

（
33
）　

從
事
蜀
郡
常
頎
、
行
部
南
入
。
以
都
護
李
嚴
書
曉
喩
闓
。
闓
答
曰
、
愚
聞
、
天
無
二
日
、
土
無

二
王
。
今
天
下
派
分
、
正
朔
有
三
、
遠
人
惶
惑
、
不
知
所
歸
。
其
傲
慢
如
此
（『

陽
國
志
』
卷

四 

南
中
志
）。

（
34
）　
『
三
國
志
』
卷
四
十
三 

李
恢
傳
附
呂
凱
傳
に
、「
都
護
の
李
嚴
、（
雍
）
闓
に
書
六
紙
を
與
へ
、

利
害
を
解
喩
す
。
闓 

但
だ
一
紙
に
答
へ
て
曰
く
、「

し
聞
く
な
ら
く
、「
天
に
二
日
無
く
、
土

に
二
王
無
し
」
と
。
今 

天
下 

鼎
立
し
て
、
正
朔 

三
有
り
。
是
を
以
て
遠
人 

惶
惑
し
、
歸
す
る

所
を
知
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
其
の
桀
慢
た
る
こ
と
此
の
如
し
（
都
護
李
嚴
、
與
〈
雍
〉
闓
書
六
紙
、

解
喩
利
害
。
闓
但
答
一
紙
曰
、

聞
、
天
無
二
日
、
土
無
二
王
。
今
天
下
鼎
立
、
正
朔
有
三
、
是

以
遠
人
惶
惑
、
不
知
所
歸
。
其
桀
慢
如
此
）」
と
あ
る
。

（
35
）
①
天
無
二
日
、
土
無
二
王
、
百
王
不
易
之
道
也
。
漢
氏
諸
侯
或
稱
王
、
至
于
四
夷
亦
如
之
、
違

於
古
典
、
②
繆
於
一
統
。
其
定
諸
侯
王
之
號
皆
稱
公
、
及
③
四
夷
僭
號
稱
王
者
皆
更
爲
侯
（『
漢
書
』

卷
九
十
九
中 

王
莽
傳
中
）。

（
36
）　
『

陽
國
志
』
卷
四 

南
中
志
に
、「
闓 

建
寧
の
孟

を
し
て
夷
の
叟
に
説
か
し
め
て
曰
く
、「
官

は
烏
狗
三
百
頭
、
膺
の
前 

盡
く
黑
き
蟎
腦
三
㪷
、
斷
木
の
三
丈
を
構
へ
る
者
三
千
枚
を
得
ん
と

欲
す
。
汝 

能
く
得
る
や
不
や
」
と
。
夷 

以
て
然
り
と
爲
し
、
皆 

闓
に
從
ふ
（
闓
使
建
寧
孟

説
夷
叟
曰
、
官
欲
得
烏
狗
三
百
頭
、
膺
前
盡
黑
蟎
腦
三
㪷
、
斷
木
構
三
丈
者
三
千
枚
。
汝
能
得
不
。

夷
以
爲
然
、
皆
從
闓
）」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
三
國
志
』
呂
凱
傳
に
は
な
く
、『

陽
國
志
』
が
加

え
た
部
分
と
な
る
。

（
37
）　

夏
五
月
、
亮
渡
瀘
、
進
征
益
州
。
生
虜
孟

、
置
軍
中
、
問
曰
、
我
軍
如
何
。

對
曰
、
恨
不

相
知
、
公
易
勝
耳
。
亮
以
、
方
務
在
北
。
而
南
中
好
叛
亂
、
宜
窮
其
詐
。
乃
赦

、
使
還
、
合
軍

更
戰
。
凡
①
七
虜
七
赦
。

等
心
服
、
夷
・
漢
亦
思
反
善
。
亮
復
問

。

對
曰
、
明
公
天
威
也
。

②
邊
民
長
不
爲
惡
矣
。
秋
、
遂
平
四
郡
（『

陽
國
志
』
卷
四 

南
中
志
）。

（
38
）　

於
時
漢
・
晉
方
隆
、
官
司
星
列
、
①
提
封
圖
簿
、
歳
集
司
空
。
故
人
君
・
學
士
、
蔭
高
堂
、
翳

帷
幕
、
足
綜
物
土
、
不
必
待
本
紀
矣
。
…
…
懼
益
遐
棄
、
城
陴
②
靡
聞
。
迺
考
諸
舊
紀
、
先
宿
所
傳
、

幷
南
裔
志
、
③
驗
以
漢
書
、
取
其
近
是
、
及
自
所
聞
、
以
著
於
篇
（『

陽
國
志
』
卷
十
二 

序
志
）。

（
39
）　
『
漢
書
』
卷
二
十
八
下 

地
理
志
下
に
、「
提
封
田
一
萬
萬
四
千
五
百
一
十
三
萬
六
千
四
百
五
頃
」

と
あ
り
、
顔
師
古
注
に
、「
提
封
な
る
者
は
、
大
い
に
其
の
封
疆
を
擧
ぐ
る
な
り
（
提
封
者
、
大

擧
其
封
疆
也
）」
と
あ
る
。

（
40
）　

鎌
田
重
雄
「
郡
国
の
上
計
」（『
史
潮
』
一
二
│
三
・
四
、
一
九
四
三
年
、『
秦
漢
政
治
制
度
の

研
究
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
年
に
所
収
）
を
参
照
。

（
41
）　

蜀
郡
、
秦
置
。
有
小
江
（
入
）〔
八
〕、
幷
行
千
九
百
八
十
里
。
禹
貢
桓
水
出
蜀
山
西
南
、
行
羌

中
、
入
南
海
。
莽
曰
導
江
。
屬
益
州
。
戶
二
十
六
萬
八
千
二
百
七
十
九
、
口
百
二
十
四
萬
五
千
九

百
二
十
九
。
縣
十
五
。
成
都
、
戶
七
萬
六
千
二
百
五
十
六
。
有
工
官
。
郫
、
禹
貢
江
沱
在
西
、
東

入
大
江
。
…
…
臨
邛
、
僕
千
水
東
至
武
陽
入
江
。
過
郡
二
、
行
五
百
一
十
里
。
有
鐵
官
・
鹽
官
。

莽
曰
監
邛
（『
漢
書
』
卷
二
十
八
上 

地
理
志
上
）。
小
字
は
、
班
固
の
自
注
で
あ
る
。
な
お
王
先

謙
『
漢
書
補
注
』
に
引
く
王
念
孫
説
に
よ
り
、「
入
」
を
「
八
」
に
改
め
た
。

（
42
）　

巴
・
蜀
・
廣
漢
本
南
夷
、
秦
幷
以
爲
郡
。
土
地
肥
美
、
有
江
水
・
沃
野
、
山
林
・
竹
木
・
疏
食
・

果
實
之
饒
。
…
…
景
・
武
間
、
文
翁
爲
蜀
守
、
敎
民
讀
書
・
法
令
、
未
能
篤
信
道
德
、
反
以
好
文

刺
譏
、
貴
慕
權
勢
。
及
司
馬
相
如
游
宦
京
師
諸
侯
、
以
文
辭
顯
於
世
、
鄕
黨
慕
循
其
迹
。
…
…
（『
漢

書
』
卷
二
十
八
下 

地
理
志
下
）。

（
43
）　

蜀
郡
、
州
治
。
屬
縣
五
。
戶
、
漢
廿
七
萬
、
晉
六
萬
五
千
。
去
洛
三
千
一
百
二
十
里
。
東
接
廣

漢
、
北
接
汶
山
、
西
接
漢
嘉
、〔
南
接
〕
犍
爲
。
州
治
（
太
）〔
大
〕
城
、
郡
治
少
城
。
西
南
兩
江

有
七
橋
。
…
…
始
文
翁
立
文
學
精
舎
・
講
堂
、
作
石
室
、
在
城
南
。
…
…
其
太
守
著
德
垂
績
者
、

前
漢
莫
聞
。
建
武
以
來
、
有
（
弟
）〔
第
〕
五
倫
・
廉
范
叔
度
、
特
垂
惠
愛
。
…
…
成
都
縣
。
郡
治
。

有
十
二
鄕
、
五
部
尉
。
漢
戶
七
萬
、
晉
三
萬
七
千
。
名
難
治
。〔
順
帝
〕
時
、
廣
漢
馮
顥
爲
令
。

…
…
（
大
）〔
四
〕
姓
、
有
柳
・
杜
・
張
・
趙
・
郭
・
楊
氏
。〔
豪
〕
富
、
先
有
（
程
鄭
）〔
羅
裒
〕・

〔
郄
〕
公
、
後
有
郭
子
平
。
奢
豪
、
楊
伯
侯
兄
弟
（『

陽
國
志
』
卷
三 

蜀
志
）。
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（
44
）　

何
彥
英
名
宗
、
蜀
郡
郫
人
也
。
事
廣
漢
任
安
、
學
精
究
安
術
。
①
與
杜
瓊
同
師
而
名
問
過
之
。

劉
璋
時
、
爲
犍
爲
太
守
。
先
主
定
益
州
、
領
牧
、
辟
爲
從
事
祭
酒
。
後
援
引
圖
讖
、
勸
先
主
卽
尊

號
。
踐
阼
之
後
、
遷
爲
大
鴻
臚
。
建
興
中
卒
。
②
失
其
行
事
、
故
不
爲
傳
（『
三
國
志
』
卷
四
十

五 
楊
戲
傳
『
季
漢
輔
臣
贊
』）。

（
45
）
①
劉
主
割
據
、
資
我
英
俊
。
鴻
臚
淵
通
、
與
道
推
運
。
何
宗
、
字
彥
英
、
郫
縣
人
也
。
②
通
經
緯
・

天
官
・
推
步
・
圖
讖
。知
劉
備
應
漢
九
世
之
運
、讃
立
先
主
。爲
大
鴻
臚
。③
方
授
公
輔
、會
卒
（『

陽
國
志
』
卷
十 
先
賢
志
）。

（
46
）　

蜀
漢
政
権
の
支
配
構
造
に
つ
い
て
は
、
渡
邉
義
浩
「
蜀
漢
政
権
の
支
配
と
益
州
人
士
」（『
史
境
』

一
八
、
一
九
八
九
年
、『
三
国
政
権
の
構
造
と
「
名
士
」』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
四
年
に
所
収
）
を

参
照
。

（
47
）　

廣
漢
縣
…
…
蜀
時
、
彭
（
義
）〔
羕
〕
有
俊
才
。
晉
世
、〔
段
容
〕
號
令
德
、
故
二
姓
爲
甲
族
也
。

德
陽
縣
…
…
康
・
古
・
袁
氏
爲
四
姓
、
大
族
之
甲
者
也
（『

陽
國
志
』
卷
三 

蜀
志
）。

（
48
）　

池
田
温
「
唐
代
の
郡
望
表
」（『
東
洋
学
報
』
四
二
│
三
、
一
九
五
九
年
、『
唐
史
論
攷
』
汲
古

書
院
、
二
〇
一
四
年
に
所
収
）。

（
49
）　
『

陽
國
志
』
に
「
大
姓
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
「
蜀
姓
」
が
、
南
北
朝
以
降
、
差
別
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宮
川
尚
志
「
蜀
姓
考
」（『
六
朝
史
研
究
』
政
治
・
社
会
篇
、
日
本

学
術
振
興
会
、
一
九
五
六
年
）
を
参
照
。

（
50
）　

夫
書
契
有
五
善
。
逹
道
義
、
章
法
戒
、
通
古
今
、
表
功
勳
、
而
後
旌
賢
能
（『

陽
國
志
』
卷

十
二 

序
志
）。

（
51
）　
（
獻
）
帝
好
典
籍
、
常
以
班
固
漢
書
文
繁
難
省
、
乃
令
悅
①
依
左
氏
傳
體
以
爲
漢
紀
三
十
篇
、

詔
尙
書
給
筆
札
。
…
…
其
序
之
曰
、
…
…
②
夫
立
典
有
五
志
焉
。
一
曰
逹
道
義
、
二
曰
章
法
式
、

三
曰
通
古
今
、
四
曰
著
功
勳
、
五
曰
表
賢
能
。
於
是
天
人
之
際
、
事
物
之
宜
、
粲
然
顯
著
、
罔
不

備
矣
。
…
…
③
漢
四
百
有
六
載
、
撥
亂
反
正
、
統
武
興
文
、
永
惟
祖
宗
之
洪
業
、
思
光
旱
乎
萬
嗣
。

聖
上
穆
然
、
惟
文
之
恤
、
瞻
前
顧
後
、
是
紹
是
繼
、
闡
崇
大
猷
、
命
立
國
典
（『
後
漢
書
』
列
傳

五
十
二 

爽
傳
附

悅
傳
）。

（
52
）　
『
漢
書
』
が
『
尙
書
』
を
規
範
と
す
る
こ
と
は
、
渡
邉
義
浩
「『
漢
書
』
に
お
け
る
『
尚
書
』
の

継
承
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
六
一
│
一
、
二
〇
一
六
年
）
を
参
照
。

（
53
）　

渡
邉
義
浩
「
両
漢
に
お
け
る
春
秋
三
伝
の
相
剋
と
国
政
」（『
両
漢
に
お
け
る
詩
と
三
伝
』
汲
古

書
院
、
二
〇
〇
七
年
、『
後
漢
に
お
け
る
「
儒
教
国
家
」
の
成
立
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
九
年
に

所
収
）
を
参
照
。
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Yearnings for Unification in Chang Qu’s Huayang Guo Zhi

Yoshihiro WATANABE

　The Huayang guo zhi 陽國志 by Chang Qu 常璩 describes the distinctive character of the region of Huayang 
陽 not mentioned in earlier canonical and historical works, and at the same time it also argues for the realization 

of a “grand unification” through the incorporation of Huayang. In addition to the traditions of Shu or Sichuan 
learning (Shuxue 蜀學), Chang Qu’s arguments also include the legitimization of the Eastern Jin, which had 
defeated the Cheng Han 成漢, i.e., the legitimization of Huan Wen 桓温. The basis of the arguments whereby the 
Huayang guo zhi delineates the rightness of “great unity” (datong 大同) under the Jin and the unreasonableness of 
a hegemony based in “Huayang,” such as that of Gongsun Shu 公孫述 and the Shu Han 蜀漢 régime, while 
describing the history of the “regional state” of Huayang lay in the “grand unification” advocated by the Gong-
yang 公羊 school of Chunqiu 春秋 studies. Of course, the Huayang guo zhi includes elements found in later local 
gazetteers, such as descriptions of local conditions in “Huayang” and references to notable local men of virtue and 
talent (gongshi 貢士). With regard to the twin aspects of local gazetteer and biographies, the listings of “major 
clans” (daxing 大姓) given for each county are a precursor of the lists of district notables (junwang biao 郡望表) 
that appear from the Tang period onwards. But these lists too were given in preparation for employment in gov-
ernment service after the “grand unification” by the Jin. Following the precedent of the Chunqiu, which had 
incorporated arguments for a “grand unification” while describing the history of the “regional country” of Lu 魯, 
Chang Qu wrote the Huayang guo zhi in order to contribute to the Jin’s “grand unification” while ascertaining the 
important role that the region of Ba and Shu had played in the “grand unification” of the Qin and Han.


